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（項目１）

財 務 状 況

①当期総利益又は総損失

総利益（総損失） １８３億円

（一般勘定総利益） （１４８億円）

（財形勘定総利益） （２８億円）

（宿舎等勘定総利益） （ ６億円）

②利益剰余金又は繰越欠損金

利益剰余金 ７７８億円

（一般勘定利益剰余金） （１８８億円）

（財形勘定繰越欠損金） （△４３億円）

（宿舎等勘定利益剰余金） （６３４億円）

③当期運営費交付金債務 ５億円（執行率 ９８．０％）

④利益の発生要因

及び

目的積立金の申請状況

１ 一般勘定（当期総利益：148 億円）

主に、中期目標期間の最終年度において、運営費交付金債

務残高を精算するために全額収益化したことに伴う利益で

ある。目的積立金の申請はしていない。

２ 財形勘定（当期総利益：28 億円）

主に、財形融資貸付金の金利が、原資である雇用・能力開

発債券及び長期借入金の調達金利よりも高く設定している

ため、利益が発生した。

前事業年度から繰り越した損失をうめるために、当該総利

益を全額充てたため、目的積立金の申請はしていない。

３ 宿舎等勘定（当期総利益：６億円）

主に、雇用促進住宅の修繕の見合わせ等により、経費が減

少したことに伴う利益である。目的積立金の申請はしていな

い。

⑤100 億円以上の利益剰

余金又は繰越欠損金が

生じている場合の対処

状況

１ 一般勘定（利益剰余金：188 億円）

「独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律」（平

成 23 年法律第 26 号。以下「廃止法」という。）附則第２条

第２項に基づき、利益剰余金 188 億円のうち約 169 億円につ

いては、国が承継する現金資産として平成 24 年１月 10 日に

国庫納付された。

また、廃止法附則第２条第 14 項に基づく積立金の処分に

より、残額約 19 億円については、雇用促進融資業務に必要

な財源として独立行政法人勤労者退職金共済機構に承継さ

れた。

２ 宿舎等勘定（利益剰余金：634 億円）

廃止法附則第２条第 13 項に基づく積立金の処分により、
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利益剰余金 634 億円のうち約 278 億円については、宿舎等業

務に必要な財源として当機構に承継され、残額約 356 億円に

ついては、平成 24 年１月 10 日に国庫納付された。

⑥運営費交付金の執行

率が９０％以下となっ

た理由

－
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（項目２）

保有資産の管理・運用等

①保有資産の活用状況

とその点検

（独立行政法人の事務・事業の

見直し基本方針で講じる措置が

定まっているものを除く。）

１ 「独立行政法人の保有資産の不要認定に係る基本的視点

（2010.11.26 行政管理局）」で示された視点に基づく点検

状況

保有資産等の状態や利用状況等を調査・分析し、その必

要性について見直しを行い、いわき職業能力開発促進セン

ター外２施設の敷地の一部を返還した。

２ 解雇等により住居を喪失した方への雇用促進住宅の貸
与
平成 20年 12 月から、解雇等（離職後概ね１年以内）に伴
い、①社員寮等の退去を余儀なくされた住居喪失者、②民
間の賃貸住宅における家賃の支払いが困難になったため、
退去を余儀なくされた住居喪失者等に対する雇用促進住
宅の貸与を実施。原則６ヶ月間定期借家契約を締結（再契
約可）
《実績》入居戸数：4,333 戸（平成 23 年 9 月末現在）

３ 東日本大震災に係る対応措置

・ 職業能力開発施設（青森県、秋田県、福島県、栃木県、

群馬県、千葉県、新潟県）及び職員宿舎跡地（岩手県、

宮城県、福島県）を仮設住宅用敷地等として提供するこ

とについてホームページ等で周知し、職業能力開発施設

の一部（福島県）を被災者用の物資保管場所等として提

供した。

・ 雇用促進住宅を被災者等の一時入居先として提供し

た。提供期限は被災者が希望すれば６ヶ月毎に最長２年

（平成 25年３月末日）までの更新が可能。

《実績》入居戸数：5,152 戸（平成 23 年９月末現在）

４ 減損会計

（１）減損の認識に至った資産とその理由

平成 23 事業年度の財務諸表において、減損の認識に

至った固定資産とその要因となった理由は、以下のとお

りである。

① 減損の認識に至った資産

以下の固定資産について、雇用促進住宅は入居停

止後に入居者が０（棟単位）となったことから、そ

の他の資産は使用しないという決定を行ったことか

ら、減損の認識に至った。

（イ）雇用促進住宅（土地及び建物等）

72 件（減損額 2,565,614,415 円）

（ロ）旧私のしごと館（土地及び建物等）

１件（減損額 259,602,320 円）
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（ハ）旧国際能力開発支援センター（土地及び建物等）

１件（減損額 13,380,791 円）

（ニ）職業能力開発促進センター（土地及び建物）

５件（減損額 387,907,754 円）

（ホ）日雇労働者就職援護施設（建物等）

２件（減損額 ０円）

（ヘ）都道府県センター（土地及び建物等）

２件（減損額 61,361,724 円）

（ト）職員宿舎（土地及び建物等）

191 件（減損額 200,355,977 円）

（２）減損の兆候に至った資産とその理由

平成 23 事業年度の財務諸表において、減損の兆候に

至った固定資産とその要因となった理由は、以下のとお

りである。

① 雇用促進住宅（土地及び建物等） 1,320 件

「規制改革推進のための３か年計画」（平成 19 年

６月 22 日閣議決定）により、遅くとも平成 33 年ま

でにすべての譲渡・廃止を完了することとされたこ

とから、減損の兆候に至った。

② 職員宿舎（土地及び建物等） 279 件

「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19 年 12 月

24 日閣議決定）により、すべて構造・耐用年数にか

かわらず整理を進め、平成 23 年度末までに設立時と

比して４割を超える施設の廃止を行い、また、木造

宿舎については、最終的に原則廃止とすることとさ

れたことから、減損の兆候に至った。

当機構では、職員宿舎の着実な整理を進めること

により、平成 23 年９月末において、設立時と比して

４割を超える施設の廃止を行った。

③ 職業能力開発総合大学校（土地及び建物等） １件

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」

（平成 22年 12 月７日閣議決定）により平成 25年度

以降に譲渡・廃止することとされたことから、減損

の兆候に至った。

５ 職員宿舎の見直しについて

職員宿舎について、平成 24 年４月３日「独立行政法人

の職員宿舎の見直し計画」(行政改革実行本部決定）に基

づき、本年中に実施計画が立てられ、公表される予定であ

るが、平成 23年度においては該当職員宿舎が 180 棟あり、

24 年度以降この実施計画に基づき、独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支援機構において、着実に見直しを実施

する予定。

②資金運用の状況 －
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③債権の回収状況

機構で保有した債権については、催告を行うも弁済が認め

られない場合、必要に応じて法的措置を講じて貸倒懸念債権

の解消に取り組んだ。

１ 財形融資貸付金

平成 23 年９月 30 日現在で回収予定額は 39,514,625 千

円に対し、回収額は 39,254,088 千円となった。

２ 財形融資資金貸付金

平成23年９月30日現在で回収予定額は1,796,191千円

に対し、回収額は 1,796,191 千円と約定通りの返済となっ

た。

３ 技能者育成資金

平成 23 年９月末日現在で、要回収額の 1,816,335 千円

に対し、回収額は 836,333 千円となっている（平成 24 年

３月末現在については、現在集計中）。

主な取組は、滞納予防策として金融機関口座振替制度の

利用勧奨、また、滞納分の回収強化策として、前月未入金

者に対する迅速な電話督促、滞納者に対する通告書の送付

又は支払督促申立等の対策を講じ、債権の回収に努めてい

る。
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（項目３）

組織体制・人件費管理

（委員長通知別添一関係）

①給与水準の状況

と

総人件費改革の進

捗状況

給与水準の適正化については、国家公務員の給与構造改革とラ

スパイレス指数を踏まえ、平成 18 年度以降、従来よりも昇給間

差額を圧縮した俸給表を適用して定期昇給による俸給月額の増

額幅を小さくし、国家公務員に比べて給与上昇スピードを抑制し

た。

また、諸手当については、国家公務員に導入されている広域異

動手当及び本府省業務調整手当を引き続き不採用とし、調整手当

（国家公務員の地域手当に相当）についても、平成 22 年 12 月よ

り、支給割合の上限を国家公務員よりも低く設定する（国家公務

員の上限 18％よりも低い 12％に据え置いていたものを、12月よ

り更に２％引き下げ）とともに、全ての支給地域における支給割

合の引き下げ（すべての支給地域において２％（支給割合３％の

地域のみ１％）引き下げ）を実施した。

これらにより、人件費は、平成 22 年度までに平成 17 年度を基

準として 26.7％減少するとともに、平成 23年９月末では、前年

同期比で 12.4％減少した。

なお、ラスパイレス指数が 100 を上回っていることについて

は、当機構職員の大卒以上の者の割合が国家公務員より大幅に上

回っており、また、住居手当等給与水準の比較対象に含まれる手

当を支給される者の占める割合が国家公務員よりも高い等とい

った背景がある。

（注）ラスパイレス指数（年齢勘案）は、各法人の職員の給与を、

国家公務員（行政職（一））の給与と比較し、各法人の年齢階層

別人員構成をウェイトとして用いて算出した指数である。

②国と異なる、又は

法人独自の諸手当の

状況

期末手当

賞与のうち一律支給分に相当する手当。

民間における賞与等の特別給（一律支給分）

相当の給与として支給した（国家公務員も同様

の趣旨で期末手当が支給されている。）。

支給割合を国が法定しているのに対し、労使

交渉で決定した（実績は国と同率。）。

勤勉手当

賞与のうち考課査定分に相当する手当。

民間における賞与等の特別給（考課査定分）

相当の給与として支給した（国家公務員も同様

の趣旨で勤勉手当が支給されている。）。

支給割合を国が法定しているのに対し、労使

交渉で決定した。

平成 22年度に成績率を４区分に設定した。
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職業訓練

指導員手当

職業訓練指導員が職業訓練の業務に従事し

たときに支給する手当。

国にはない手当であるが、同職種の地方公務

員には職業訓練指導員手当が支給されている。

都道府県における職業訓練指導員手当の支

給状況等を踏まえ、平成 23 年７月から支給割

合を100分の10から100分の５に引き下げた。

③福利厚生費の状況

法定福利費 2,053,980 千円（役職員一人当たり 441,811 円）

法定外福利費 491,972 千円（役職員一人当たり 105,823 円）

１ レクリエーションに係る経費への支出

支出はしていない。

２ 法定外福利費の見直し

平成 23 年度から、互助組織に対する法人からの支出を廃止

した。

３ 健康保険料の労使負担割合の見直し

健康保険料の労使負担割合について、厚生労働大臣からの要

請（平成 22 年５月 13日）を踏まえ、加入する健康保険組合に

対して見直しを要請し、理事会及び組合会において、負担割合

が労使折半となるよう提案を行い（平成 22 年 12 月 21 日）議

決され、平成 23年４月分から実施した。
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（項目３の２）

○ 国家公務員再就職者の在籍状況 及び

法人を一度退職した後、嘱託等で再就職した者注１の在籍状況

（平成 23 年９月末現在）

役 員注２ 職 員

常勤 非常勤 計 常勤 非常勤 計

総 数 5 人 1 人 6 人 3,117 人 1,526 人 4,643 人

うち国家公務員

再就職者
0 人 0 人 0 人 0 人 26 人 26 人

うち法人退職者 1 人 0 人 1 人 65 人 420 人 485 人

うち非人件費ポス

ト
0 人 0 人 0 人 0 人 1,526 人 1,526 人

うち国家公務員

再就職者
0 人 0 人 0 人 0 人 26 人 26 人

うち法人退職者 0 人 0 人 0 人 0 人 420 人 420 人

注１ 「法人を一度退職した後、嘱託等で再就職した者」とは、法人職員が、定年退職等

の後、嘱託職員等として再度採用されたものをいう（任期付き職員の再雇用を除く。）。

注２ 役員には、役員待遇相当の者（参与、参事等の肩書きで年間報酬額 1,000 万円以上

の者）を含む。

注３ 「非人件費ポスト」とは、その年間報酬が簡素で効率的な政府を実現するための行

政改革の推進に関する法律（平成 18年法律第 47号）第 53 条第 1項の規定により削減

に取り組まなければならないこととされている人件費以外から支出されているもの

（いわゆる総人件費改革の算定対象とならない人件費）

④国家公務員再就職者

及び本法人職員の再就

職者の在籍ポストとそ

の理由

１ 国家公務員再就職者の在籍ポスト

非常勤嘱託

２ 本法人職員の再就職者の在籍ポスト

①理事（平成 21年度に公募により選考）、②施設の長、

③施設の管理職、④嘱託

３ 在籍している理由

（１）国家公務員再就職者

公募による選考で結果的に採用されたもの。

（２）法人職員の再就職者

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十

六年五月二十五日法律第六十八号）に定められた 65

歳までの雇用確保措置の一環として採用したもの。
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独立行政法人雇用・能力開発機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

① 平成23年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

② 役員報酬基準の改定内容

理事長 改定なし。

理事

監事

監事（非常勤） 改定なし。

独立行政法人雇用･能力開発機構は平成23年10月１日付けで解散したため、平成23年度の該当給与期間
は平成23年４月１日から９月30日まで（上半期）とした。

勤勉手当については、役員の職務実績等を考慮して理事長が定める成績率に応じて支給して

いる。なお、役員に支給する勤勉手当の総額は、国家公務員の指定職俸給表の適用を受ける職

員に支給する勤勉手当の総額と同じ基準により算出した額を超えないこととしている。
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２ 役員の報酬等の支給状況

平成23年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任

千円 千円 千円 千円

8,704 6,042 2,179 483 （特別調整手当） 9月30日

千円 千円 千円 千円

7,130 4,926 1,776
394
34

（特別調整手当）
（通勤手当）

9月30日 ◇

千円 千円 千円 千円

7,247 4,926 1,776
394
151

（特別調整手当）
（通勤手当）

9月30日 ※

千円 千円 千円 千円

7,208 4,926 1,776
394
112

（特別調整手当）
（通勤手当）

9月30日

千円 千円 千円 千円

6,220 4,224 1,523
337
136

（特別調整手当）
（通勤手当）

9月30日

千円 千円 千円 千円

1,452 1,452 0 0 9月30日

注１：本法人は平成23年10月１日付けで解散したため、表に記載された金額は平成23年度上半期の実績額である。

注２：「特別調整手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する常勤役員に支給されているも

のである。

前職
その他（内容）

理事長

C理事

A理事

B理事

役名
就任・退任の状況

A監事

B監事
（非常勤）

のである。

注３：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。

退職公務員「＊」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政法人等の退職者

「＊※」、該当がない場合は空欄。
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３ 役員の退職手当の支給状況（平成23年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

2,781 2 6 平成22年2月28日 0.9 ＊

千円 年 月

5,005 4 6 平成22年2月28日 0.9 ＊

千円 年 月

6,767 6 1 平成22年3月31日 0.9

千円 年 月

2,317 2 1 平成22年3月31日 0.9 ※

千円 年 月

1,588 1 8 平成22年2月28日 0.9 ＊

千円 年 月

該当者なし

注１：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った事由を記入している。

注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。

監事
（非常勤）

法人での在職期間 摘 要

理事長

Ａ理事

Ａ監事

Ｄ理事

業績勘案率は、厚生労
働省独立行政法人評価
委員会の決定に基づく。

Ｃ理事
業績勘案率は、厚生労
働省独立行政法人評価
委員会の決定に基づく。

業績勘案率は、厚生労
働省独立行政法人評価
委員会の決定に基づく。

業績勘案率は、厚生労
働省独立行政法人評価
委員会の決定に基づく。

Ｂ理事

業績勘案率は、厚生労
働省独立行政法人評価
委員会の決定に基づく。

注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。

退職公務員「＊」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政法人等の退職者

「＊※」、該当がない場合は空欄。
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

② 職員給与決定の基本方針
ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

賞与：勤勉手当
基準日（6月1日、12月1日）以前６カ月の勤務の状況等を手当の額に反映させる。

① 人件費管理の基本方針

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成18年法律第47
号）等を踏まえ、平成18年度以降の５年間で、平成17年度を基準として人件費を５％以上削減
するため、職員数の削減及び給与制度の見直しを行う。平成22年度までに、人件費（給与、報
酬等支給総額）は、平成17年度を基準として26.7％削減したところであるが、引き続き着実な
削減を行う。

国家公務員及び他の独立行政法人の給与水準を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合し
たものとする。

能率や勤務成績に応じて職員の職位を決める等、人事管理を通じて給与に反映させる。

給与種目 制度の内容

ウ 平成23年度における給与制度の主な改正点

賞与：勤勉手当
（査定分） 基準日（6月1日、12月1日）以前６カ月の勤務の状況等を手当の額に反映させる。

平成23年7月に、職業訓練指導員手当の支給割合を100分の10から100分の5に引き下

げた。
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２ 職員給与の支給状況

① 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,761 45.6 3,527 2,728 64 799
人 歳 千円 千円 千円 千円

958 46.5 3,559 2,737 76 822
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,783 45.0 3,518 2,722 57 796
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 55.5 2,814 2,814 80 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

92 62.3 2,660 2,323 87 337
人 歳 千円 千円 千円 千円

29 63.8 4,814 3,744 89 1,070
人 歳 千円 千円 千円 千円

63 61.5 1,669 1,669 85 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

257 62.8 1,813 1,635 71 178
人 歳 千円 千円 千円 千円

160 62.3 1,655 1,655 66 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

95 64.1 2,084 1,602 79 482
人 歳 千円 千円 千円 千円

非常勤職員

嘱託職員

事務・技術

教育訓練職

任期付職員

事務・技術

教育訓練職

教育訓練職

区分

常勤職員

うち賞与平均年齢
平成23年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内人員

特例待遇職員

人 歳 千円 千円 千円 千円

2

注１：本法人は平成23年10月１日付けで解散したため、表に記載された金額は平成23年度上半期の実績額
である。

注２：「特例待遇職員」とは、出向契約等に基づき本法人が給与の一部しか負担していない者、「月額嘱託職
員」とは、嘱託職員（給与上常勤職員とは異なる取扱いをしている者）で賞与が支給されない者をいう。

注３：以下に掲げる区分及び職種については、該当者がいないため記載を省略した。
・常勤職員の研究職種、医療職種及び教育職種
・在外職員
・任期付職員の研究職種、医療職種及び教育職種
・再任用職員
・非常勤職員の事務・技術、研究職種、医療職種及び教育職種

注４：「月額嘱託職員」の該当者が２人以下のため、「人員」欄以外は記載していない。

月額嘱託職員

13



② 年間給与の分布状況（事務・技術職員）

0
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10,000

12,000

14,000

16,000

20－23歳 24－27歳 28－31歳 32－35歳 36－39歳 40－43歳 44－47歳 48－51歳 52－55歳 56－59歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千円

人千円

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）
四分位 四分位
第１分位 第３分位

人 歳 千円 千円 千円

代表的職位

8 57.8 5,366 5,510 5,590
1 - - - -

10 55.0 5,359 5,444 5,632
3 57.8 - 5,745 -

27 52.8 4,798 4,925 5,148
61 56.7 4,804 5,016 5,194
40 48.3 3,822 4,054 4,292
24 57.3 4,650 4,766 4,912

124 51.4 3,990 4,214 4,473
75 39.7 2,901 2,983 3,093

467 46.8 2,727 3,186 3,698
85 31.9 2,122 2,224 2,369
33 35.2 2,181 2,295 2,369

注１：「地方組織の本部部長相当職」については、該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定さ
れるおそれのあることから、人数以外は記載していない。

注２：「地方組織の本部次長相当職」の該当者が４人以下のため、第１・第３四分位を記載していない。

地方係員

本部係員

分布状況を示すグループ 人員

本部係長

地方組織の係長・本部係長相当職

本部の次長・同相当職

平均年齢 平均

地方組織の本部課長補佐相当職

地方組織の課長職

地方組織の本部次長相当職

本部課長

地方組織の本部課長相当職

本部課長補佐

本部部長

地方組織の本部部長相当職

0
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20－23歳 24－27歳 28－31歳 32－35歳 36－39歳 40－43歳 44－47歳 48－51歳 52－55歳 56－59歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千円

人千円
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区分 ７等級 ６等級 ５等級 ４等級 ３等級 特３等級 ２等級 １等級

標準的

な職位

人 人 人 人 人 人 人 人

該当者なし 5 190 465 163 25 81 29
（割合） (0.5%) (19.8%) (48.5%) (17.0%) (2.6%) (8.5%) (3.0%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

29 38 59 59 59 59 59
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

26 27 34 40 53 43 45
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1,526 2,101 3,310 3,931 3,832 4,384 4,453
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

1,364 1,462 1,830 2,602 3,083 3,271 3,330
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1,958 2,658 4,229 4,944 5,023 5,148 6,047
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

1,796 1,925 2,410 3,379 4,193 5,709 4,532

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

61.9 - 61.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）（平均） 38.1 - 38.1

％ ％ ％

最高～最低 46.1～33.7 - 46.1～33.7

％ ％ ％

65.2 - 66.7
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）（平均） 34.8 - 33.3

％ ％ ％

最高～最低 35.5～32.8 - 35.5～32.8

注：本法人は平成23年10月１日付けで解散したため、表に記載された金額は平成23年度上半期の実績額である。

⑤

本法人は平成23年10月１日付けで解散しており、独立行政法人雇用･能力開発機構としての給与の年額を算出できないため、比較することができない。

本部の課長補佐、地
方施設の課長等

年齢（最高～
最低）

一律支給分（期末相当）

③

④

職級別在職状況等（平成23年９月30日現在）（事務・技術職員）

人員

所定内給与年
額(最高～最

低)

本部の部長、本部の
次長、地方施設の長
等

計

本部の係員、地方施
設の係員

本部の係員、地方施
設の係長

年間給与額
(最高～最低)

人

一律支給分（期末相当）

賞与（平成23年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

本部の係員、地方施
設の係員

本部の課長、地方施
設の長等

本部の課長補佐、地
方施設の課長等

958

本部の係長、地方施
設の係長等

管理
職員

一般
職員

区分
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Ⅲ 総人件費について

当年度
（平成23年度）

前年度
（平成22年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

（Ａ）
千円 千円 （％） 千円 （％）

（Ｂ）
千円 千円 （％） 千円 （％）

（Ｃ）
千円 千円 （％） 千円 （％）

（Ｄ）
千円 千円 （％） 千円 （％）

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

注：本法人は平成23年10月１日付けで解散したため、表の「当年度（平成23年度）」欄に記載された金額は平成

23年度上半期の実績額である。

(△ 57.2) △ 32,620,525 (△ 65.5)

(△ 48.6)

(△ 62.6)

17,187,310 40,184,310 △ 22,997,000

(△ 46.5) △ 2,978,184

最広義人件費

25,081,187 △ 14,037,641

3,154,861

11,043,546

福利厚生費

中期目標期間開始時（平成
19年度）からの増△減比較増△減

3,599,025 △ 3,156,074

(△ 64.3)

(△ 87.7)

(△ 56.0) △ 19,855,839

(△ 92.6)△ 5,523,254

△ 4,263,248(△ 54.6)5,603,572 △ 3,057,620

5,900,526 △ 2,745,665

区 分

給与、報酬等支給総額

退職手当支給額

非常勤役職員等給与

2,545,952

442,951
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総人件費の参考となる事項

１ 中期目標において主務大臣から示された人件費削減の取り組み内容

独立行政法人雇用・能力開発機構中期目標（平成 19年3月12日）抜粋

第３ 組織・業務実施体制等の改善に関する事項

３ 経費削減等について

（２）人件費

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成 18年法律第47号）等に

基づき、役職員に係る人件費の総額について、平成 18年度以降の5年間で、平成17年度を基準とし

て 5％以上を基本とする削減を引き続き着実に実施すること。更に、経済財政運営と構造改革に関す

る基本方針2006（平成18年7月7日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革

を平成23年度まで継続すること。

また、役職員の給与に関しては、国家公務員の給与構造改革や機構のラスパイレス指数を踏まえた

見直しを進めること。

２ 中期計画において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しの方針

独立行政法人雇用・能力開発機構中期計画（平成 19年3月23日）抜粋

第２ 組織・業務実施体制等の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

３ 経費削減等について

（２）人件費

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成 18年法律第47号）等に基

づき、役職員に係る人件費の総額について、平成18年度以降の5年間で、平成17年度を基準として5％

以上を基本とする削減を引き続き着実に実施する。更に、経済財政運営と構造改革に関する基本方針

2006（平成18年7月7日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成 23年度

まで継続する。

また、役職員の給与に関しては、国家公務員の給与構造改革や機構のラスパイレス指数を踏まえた見

直しを進める。

第６ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１ 人員に関する計画

常勤職員数については、平成18年度末に比べて期末において600名（うち150名は平成19年度末

までに）を削減する。

３ 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」及び「行政改革の重要方針」を踏ま

え、平成17年度を基準とした人件費5％を削減するための取組の進捗状況

（１）人員の削減

第2期中期目標期間（平成19年4月1日～平成24年3月31日）においては、常勤職員600名（うち150

名は平成19年度末までに）を削減することとしており、平成 23年９月末までに常勤職員を973名削減した。

総人件費の参考となる事項

１ 中期目標において主務大臣から示された人件費削減の取り組み内容

独立行政法人雇用・能力開発機構中期目標（平成 19年3月12日）抜粋

第３ 組織・業務実施体制等の改善に関する事項

３ 経費削減等について

（２）人件費

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成 18年法律第47号）等に

基づき、役職員に係る人件費の総額について、平成 18年度以降の5年間で、平成17年度を基準とし

て 5％以上を基本とする削減を引き続き着実に実施すること。更に、経済財政運営と構造改革に関す

る基本方針2006（平成18年7月7日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革

を平成23年度まで継続すること。

また、役職員の給与に関しては、国家公務員の給与構造改革や機構のラスパイレス指数を踏まえた

見直しを進めること。

２ 中期計画において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しの方針

独立行政法人雇用・能力開発機構中期計画（平成 19年3月23日）抜粋

第２ 組織・業務実施体制等の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

３ 経費削減等について

（２）人件費

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成 18年法律第47号）等に基

づき、役職員に係る人件費の総額について、平成18年度以降の5年間で、平成17年度を基準として5％

以上を基本とする削減を引き続き着実に実施する。更に、経済財政運営と構造改革に関する基本方針

2006（平成18年7月7日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成 23年度

まで継続する。

また、役職員の給与に関しては、国家公務員の給与構造改革や機構のラスパイレス指数を踏まえた見

直しを進める。

第６ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１ 人員に関する計画

常勤職員数については、平成18年度末に比べて期末において600名（うち150名は平成19年度末

までに）を削減する。

３ 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」及び「行政改革の重要方針」を踏ま

え、平成17年度を基準とした人件費5％を削減するための取組の進捗状況

（１）人員の削減

第2期中期目標期間（平成19年4月1日～平成24年3月31日）においては、常勤職員600名（うち150

名は平成19年度末までに）を削減することとしており、平成 23年９月末までに常勤職員を973名削減した。
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基準年度
（平成17年度）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

34,203,169 32,853,152 30,899,385 29,252,907 27,048,312 25,081,187 11,043,546

△ 3.9 △ 9.7 △ 14.5 △ 20.9 △ 26.7 △ 67.7

△ 3.9 △ 10.4 △ 15.2 △ 19.2 △ 23.5 △ 64.3

注１：「人件費削減率(補正値)」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日）による人事院勧告を

踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であること。

なお、平成18年度、平成19年度、平成20年度、平成21年度、平成22年度、平成23年度の行政職（一）

職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0％、0.7％、0％、▲2.4％、▲1.5％、▲0.23％である。

注２：本法人は平成23年10月１日付けで解散したため、表の「平成23年度」欄に記載された金額は平成23年

度上半期の実績額である。

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし。

年 度

給与、報酬等支給総額
（千円）

人件費削減率
（％）

人件費削減率（補正値）
（％）

総人件費改革の取組状況

（２）平成23年度の人件費削減状況
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（項目４）

事業費の冗費の点検

（委員長通知別添二関係）

事業費項目 点検状況

１年間実施した場合の

削減効果額

（単位：千円）

①庁費の執行状

況の点検

１ 備品及び消耗品

必要かつ使用可能な備品については、更新時期（耐用年数）の延

長により保有機器の継続的な有効活用を推進するとともに、繰り返

しの使用に耐えうる消耗品についても、できる限りの再使用等の徹

底を図るなど経費節減に努めた。また、本部を含む全国の施設で使

用する消耗品について、一般競争入札により、本部で一括単価契約

を実施した。

２ 光熱水料

必要最小限の照明の点灯やパソコン等ＯＡ機器の起動、冷暖房機

器の適切な温度設定など、環境にも配慮した取組の徹底を図ること

により経費節減に努めた。

３ 賃借料

事務所スペースや職業能力開発施設の敷地等、資産等の更なる見

直しにより、必要最小限の資産等の保有に努め、経費節減を図った。

４ 支払リース料

必要な機器等のリース期間満了時の再リースや使用頻度の低い機

器等のリース期間満了時の更新停止等により、経費節減に努めた。

５ 修繕費

施設機能の維持等、必要最小限の修繕について実施する等経費節

減に努めた。

なお、庁費については、不要不急の調達が行われることのないよう、

施設において一定額以上の物品調達あるいは施設修繕を行う場合に

は、年度末に限らず、事前に本部に協議する仕組みを導入し、年間を

通じた点検機能を整備していた。

また、「今夏における政府の節電実行計画に係る基本方針」（平成 23

年５月 13日、電力需給対策本部決定）及び「夏期の電力需給対策に係

る「節電実行計画」の策定・公表等について（依頼）」（平成 23 年５月

25 日付け厚生労働省職業能力開発局長通知）に基づき、「独立行政法

人雇用・能力開発機構節電実行計画」を策定し、冷暖房機器の温度設

定制限や不要な照明の消灯等環境に配慮した取組を徹底することによ

り経費節減に努めた。
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②旅費の執行状

況の点検

「旅費の更なる効率的執行について」（平成22年３月30日事務連絡）

に基づき、引き続き、パック商品及び各種割引運賃の利用を徹底する

ことにより、旅費節減に努めた。

③給与振込経費

の削減
給与振込経費は生じていない。 － 千円

④その他コスト

削減について検

討したもの

○ 都道府県センターサービス窓口の閉所

に伴う借料等の削減

運営経費削減の観点からサービス窓

口の見直しを行い、５所（新潟、富山、

大阪、兵庫及び熊本）の事務所を平成 23

年度に廃止し、借料及び共益費の削減を

図った。

68,657 千円

※ 削減効果額とは、各項目について行った見直しを平成 23 年度当初から実施し

たと仮定した場合における平成 23 年度の実績額（推計）が、平成 22 年度の実績

額からどれだけ削減したかを示すものである。

20



平
成
２
３
年
度

の
庁

費
及
び
旅
費
の
類
に
関
す
る
支

出
状
況

総
合
計

上
段

：
支

出
予

定
下
段

：
支

出
実

績
（
単

位
：
円

）

第
１
四
半
期

第
２
四

半
期

第
３
四

半
期

第
４
四

半
期

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

1
5
,4
6
9
,8
0
4
,3
7
5

1
0
,1
5
3
,3
8
1
,5
8
4

4
,5
6
1
,1
2
0
,2
1
7

3
,4
6
2
,4
6
9
,6
3
9

2
,1
2
9
,7
9
1
,7
2
8

5
,3
1
6
,4
2
2
,7
9
1

1
,7
1
5
,9
2
2
,1
4
8

1
,5
6
3
,3
4
1
,4
9
0

2
,0
3
7
,1
5
9
,1
5
3

0
0

0
0

0
0

0
0

1
4
,4
6
9
,1
7
4
,5
8
0

9
,0
5
8
,9
5
4
,9
9
1

1
,6
9
1
,1
3
6
,4
0
3

5
,7
1
4
,8
3
0
,3
3
4

1
,6
5
2
,9
8
8
,2
5
4

5
,4
1
0
,2
1
9
,5
8
9

1
,5
1
6
,5
8
2
,8
8
6

1
,5
2
3
,2
0
5
,8
8
4

2
,3
7
0
,4
3
0
,8
1
9

0
0

0
0

0
0

0
0

1
5
,1
2
1
,5
9
6
,7
8
3

9
,9
3
4
,1
1
0
,4
5
9

4
,4
1
4
,3
2
3
,8
9
1

3
,4
2
7
,9
7
3
,4
8
3

2
,0
9
1
,8
1
3
,0
8
5

5
,1
8
7
,4
8
6
,3
2
4

1
,6
8
1
,0
4
3
,2
8
6

1
,5
2
0
,8
5
5
,0
5
5

1
,9
8
5
,5
8
7
,9
8
3

0
0

0
0

0
0

0
0

1
4
,1
6
7
,7
9
5
,1
6
5

8
,8
9
8
,5
4
5
,8
2
2

1
,5
8
6
,8
4
1
,3
9
7

5
,6
9
0
,7
5
9
,7
2
7

1
,6
2
0
,9
4
4
,6
9
8

5
,2
6
9
,2
4
9
,3
4
3

1
,4
7
4
,5
0
8
,5
2
2

1
,4
6
3
,7
0
0
,7
9
1

2
,3
3
1
,0
4
0
,0
3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
6
,9
8
5
,1
7
1

4
1
,6
4
3
,3
9
0

1
0
,0
2
1
,9
2
1

1
1
,8
5
6
,0
8
7

1
9
,7
6
5
,3
8
2

5
5
,3
4
1
,7
8
1

2
7
,2
1
6
,9
4
7

1
7
,8
3
2
,8
5
7

1
0
,2
9
1
,9
7
7

0
0

0
0

0
0

0
0

9
0
,3
0
7
,8
3
9

4
1
,0
9
8
,0
4
2

8
,6
4
2
,6
4
8

1
4
,3
7
8
,3
5
5

1
8
,0
7
7
,0
3
9

4
9
,2
0
9
,7
9
7

2
8
,0
7
5
,9
7
5

1
6
,6
0
5
,5
3
8

4
,5
2
8
,2
8
4

0
0

0
0

0
0

0
0

4
3
,9
6
5
,6
0
6

1
9
,2
2
1
,5
8
5

8
,0
6
7
,8
8
1

5
,0
5
8
,9
2
2

6
,0
9
4
,7
8
2

2
4
,7
4
4
,0
2
1

8
,7
9
3
,6
1
2

8
,6
4
1
,8
8
2

7
,3
0
8
,5
2
7

0
0

0
0

0
0

0
0

3
9
,7
4
5
,8
6
5

1
6
,7
4
7
,3
3
2

6
,7
8
4
,7
1
9

4
,5
1
2
,3
8
6

5
,4
5
0
,2
2
7

2
2
,9
9
8
,5
3
3

7
,6
0
5
,0
2
0

7
,4
3
1
,4
3
9

7
,9
6
2
,0
7
4

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0
7
,7
6
6
,9
3
8

1
9
2
,4
1
5
,1
0
1

1
4
7
,7
9
0
,1
9
3

1
7
,0
2
6
,2
6
9

2
7
,5
9
8
,6
3
9

2
1
5
,3
5
1
,8
3
7

3
7
,8
5
6
,5
1
1

7
3
,5
1
2
,8
7
1

1
0
3
,9
8
2
,4
5
5

0
0

0
0

0
0

0
0

3
4
4
,9
0
3
,6
5
7

1
4
0
,2
3
7
,2
1
9

1
0
1
,5
8
2
,0
3
5

1
8
,1
4
7
,1
2
7

2
0
,5
0
8
,0
5
7

2
0
4
,6
6
6
,4
3
8

2
9
,9
3
2
,3
5
6

6
7
,9
1
6
,5
7
1

1
0
6
,8
1
7
,5
1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

3
3
5
,8
0
8
,1
8
3

1
5
3
,4
4
9
,8
3
2

5
4
,8
6
3
,6
3
8

4
4
,4
0
8
,7
0
1

5
4
,1
7
7
,4
9
3

1
8
2
,3
5
8
,3
5
1

5
1
,6
3
2
,4
9
6

5
0
,7
1
8
,6
0
6

8
0
,0
0
7
,2
4
9

0
0

0
0

0
0

0
0

3
2
0
,4
8
7
,9
2
4

1
4
6
,0
4
7
,4
4
0

5
6
,7
3
6
,8
6
3

4
1
,7
7
3
,2
1
7

4
7
,5
3
7
,3
6
0

1
7
4
,4
4
0
,4
8
4

4
2
,2
1
7
,6
0
6

5
6
,0
1
5
,3
5
9

7
6
,2
0
7
,5
1
9

0
0

0
0

0
0

0
0

2
4
5
,2
2
5
,5
9
7

1
1
0
,6
4
4
,4
1
7

2
6
,5
0
6
,7
7
0

3
9
,5
2
6
,4
9
0

4
4
,6
1
1
,1
5
7

1
3
4
,5
8
1
,1
8
0

4
2
,1
7
8
,3
5
4

4
4
,4
1
8
,3
7
9

4
7
,9
8
4
,4
4
7

0
0

0
0

0
0

0
0

2
3
7
,7
1
2
,7
8
5

9
6
,0
0
9
,3
9
1

2
2
,0
3
2
,9
0
5

3
5
,0
1
1
,4
2
2

3
8
,9
6
5
,0
6
4

1
4
1
,7
0
3
,3
9
4

3
7
,3
7
9
,9
6
8

3
9
,5
1
3
,0
6
7

6
4
,8
1
0
,3
5
9

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2
8
,6
5
2
,3
6
8

6
8
,2
2
6
,4
3
9

1
0
,5
9
7
,1
1
3

2
2
,8
3
9
,0
6
3

3
4
,7
9
0
,2
6
3

6
0
,4
2
5
,9
2
9

2
6
,9
1
7
,9
7
7

1
2
,5
4
4
,6
2
6

2
0
,9
6
3
,3
2
6

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0
5
,2
1
6
,6
8
9

4
1
,7
5
7
,0
4
5

8
,2
8
1
,0
7
4

1
5
,2
7
5
,8
3
1

1
8
,2
0
0
,1
4
0

6
3
,4
5
9
,6
4
4

1
5
,1
3
7
,9
3
3

9
,8
9
3
,6
7
5

3
8
,4
2
8
,0
3
6

0
0

0
0

0
0

0
0

4
,7
6
9
,6
5
5

4
,6
5
1
,3
4
2

4
,4
3
9
,5
1
1

1
6
3
,8
9
1

4
7
,9
4
0

1
1
8
,3
1
3

8
6
,0
0
0

3
1
,7
7
0

5
4
3

0
0

0
0

0
0

0
0

7
,0
7
8
,2
6
5

6
,3
3
2
,1
2
1

6
,2
5
7
,1
8
1

1
,8
3
0

7
3
,1
1
0

7
4
6
,1
4
4

7
0
,7
8
9

1
8
7
,2
1
0

4
8
8
,1
4
5

0
0

0
0

0
0

0
0

5
9
7
,5
7
4
,9
3
4

2
0
4
,2
1
3
,3
9
7

3
5
,5
0
9
,4
0
6

8
2
,0
8
5
,5
0
2

8
6
,6
1
8
,4
8
9

3
9
3
,3
6
1
,5
3
7

1
0
6
,0
9
5
,9
1
9

1
1
6
,0
4
5
,9
6
8

1
7
1
,2
1
9
,6
5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
4
9
,7
8
8
,9
8
1

1
8
3
,0
5
9
,2
7
0

2
7
,2
4
6
,6
1
8

7
5
,4
9
7
,9
3
0

8
0
,3
1
4
,7
2
2

3
6
6
,7
2
9
,7
1
1

9
2
,6
9
3
,7
7
3

1
0
3
,4
6
1
,0
6
5

1
7
0
,5
7
4
,8
7
3

0
0

0
0

0
0

0
0

2
,7
3
7
,1
8
6
,9
2
5

1
,8
0
8
,2
7
3
,2
1
2

7
3
1
,2
3
9
,3
7
3

3
6
6
,9
2
7
,1
4
9

7
1
0
,1
0
6
,6
9
0

9
2
8
,9
1
3
,7
1
3

3
8
7
,5
3
5
,5
6
5

3
3
2
,0
4
0
,1
9
1

2
0
9
,3
3
7
,9
5
7

0
0

0
0

0
0

0
0

2
,6
4
3
,4
8
5
,0
5
5

1
,5
5
6
,5
2
7
,8
8
3

6
1
9
,1
7
9
,3
4
0

5
1
8
,7
0
9
,2
6
7

4
1
8
,6
3
9
,2
7
6

1
,0
8
6
,9
5
7
,1
7
2

4
5
3
,6
5
8
,5
8
6

2
0
8
,6
0
3
,1
8
4

4
2
4
,6
9
5
,4
0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

1
,6
5
7
,1
0
6

2
4
6
,8
7
7

2
6
,0
7
8

5
4
,2
9
3

1
6
6
,5
0
6

1
,4
1
0
,2
2
9

6
0
7
,2
4
3

5
2
6
,0
3
5

2
7
6
,9
5
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
,2
8
4
,8
6
5

3
7
7
,8
9
6

1
8
,9
0
3

6
6
,5
7
4

2
9
2
,4
1
9

9
0
6
,9
6
9

4
8
2
,5
2
1

1
2
2
,0
8
3

3
0
2
,3
6
5

0
0

0
0

0
0

0
0

4
,8
8
0
,7
9
2
,3
6
7

4
,7
6
3
,0
6
4
,7
4
1

2
,5
6
4
,5
8
5
,9
9
2

2
,0
0
7
,4
6
0
,2
6
1

1
9
1
,0
1
8
,4
8
8

1
1
7
,7
2
7
,6
2
6

5
,4
2
0
,5
0
4

1
1
,1
5
4
,5
3
7

1
0
1
,1
5
2
,5
8
5

0
0

0
0

0
0

0
0

4
,7
2
7
,7
8
5
,9
3
0

4
,5
2
5
,4
9
5
,3
7
3

2
7
,8
6
3
,1
9
3

4
,2
5
6
,4
8
7
,0
2
6

2
4
1
,1
4
5
,1
5
4

2
0
2
,2
9
0
,5
5
7

6
,7
4
9
,2
2
7

1
1
7
,5
5
2
,8
5
6

7
7
,9
8
8
,4
7
4

0
0

0
0

0
0

0
0

1
,3
5
9
,5
4
9
,6
5
1

5
9
2
,1
1
4
,1
6
7

1
7
9
,5
3
9
,1
7
0

1
8
0
,7
9
1
,2
9
9

2
3
1
,7
8
3
,6
9
8

7
6
7
,4
3
5
,4
8
4

1
4
6
,7
1
7
,0
9
7

1
8
7
,2
2
7
,0
8
5

4
3
3
,4
9
1
,3
0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

1
,3
2
8
,4
5
1
,3
3
5

4
0
5
,5
7
2
,1
9
5

1
3
5
,2
4
2
,6
5
8

1
3
3
,7
3
2
,7
4
9

1
3
6
,5
9
6
,7
8
8

9
2
2
,8
7
9
,1
4
0

1
2
6
,3
9
2
,7
8
7

2
1
7
,7
4
2
,1
2
2

5
7
8
,7
4
4
,2
3
1

0
0

0
0

0
0

0
0

3
2
,6
9
0
,2
2
6

1
4
,3
2
9
,7
1
8

4
,3
9
8
,0
6
5

4
,7
1
1
,1
4
6

5
,2
2
0
,5
0
7

1
8
,3
6
0
,5
0
8

5
,7
9
8
,0
1
3

6
,3
3
9
,0
0
5

6
,2
2
3
,4
9
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0
,1
7
6
,4
7
3

1
2
,7
3
3
,4
8
0

2
,9
5
3
,8
3
6

4
,7
1
1
,0
1
0

5
,0
6
8
,6
3
4

1
7
,4
4
2
,9
9
3

4
,7
5
6
,6
8
0

5
,2
9
7
,1
8
7

7
,3
8
9
,1
2
6

0
0

0
0

0
0

0
0

2
,4
4
5
,8
4
1
,2
4
5

1
,2
2
6
,7
8
8
,8
7
4

4
0
8
,9
2
4
,0
1
8

4
0
8
,8
2
9
,7
4
8

4
0
9
,0
3
5
,1
0
8

1
,2
1
9
,0
5
2
,3
7
1

4
0
8
,5
9
0
,2
6
5

4
0
8
,4
2
5
,8
8
8

4
0
2
,0
3
6
,2
1
8

0
0

0
0

0
0

0
0

2
,2
3
6
,6
3
9
,1
3
9

1
,1
1
7
,5
5
5
,2
9
7

3
7
2
,5
2
5
,6
0
3

3
7
2
,5
3
0
,9
1
2

3
7
2
,4
9
8
,7
8
2

1
,1
1
9
,0
8
3
,8
4
2

3
7
2
,5
0
4
,9
8
8

3
7
1
,9
8
9
,2
2
8

3
7
4
,5
8
9
,6
2
6

0
0

0
0

0
0

0
0

1
6
6
,2
7
6
,1
9
5

3
3
,5
9
1
,3
1
4

1
1
,3
2
8
,7
5
5

1
1
,7
3
7
,3
4
3

1
0
,5
2
5
,2
1
6

1
3
2
,6
8
4
,8
8
1

9
3
,9
9
9
,1
5
0

1
6
,3
1
2
,9
8
7

2
2
,3
7
2
,7
4
4

0
0

0
0

0
0

0
0

8
5
,1
5
9
,8
3
9

2
9
,3
6
5
,9
9
0

8
,3
5
5
,4
9
6

1
2
,3
9
5
,1
8
7

8
,6
1
5
,3
0
7

5
5
,7
9
3
,8
4
9

8
,3
1
9
,7
3
0

1
3
,1
2
8
,8
1
4

3
4
,3
4
5
,3
0
5

0
0

0
0

0
0

0
0

4
2
7
,8
4
8
,5
3
6

1
2
0
,7
3
8
,1
6
0

2
3
,0
1
0
,6
9
5

4
0
,9
8
6
,5
9
5

5
6
,7
4
0
,8
7
0

3
0
7
,1
1
0
,3
7
6

8
6
,7
7
8
,0
7
2

5
0
,9
9
3
,7
0
1

1
6
9
,3
3
8
,6
0
3

0
0

0
0

0
0

0
0

4
2
5
,2
8
2
,9
8
7

1
0
2
,4
6
5
,9
8
4

2
6
,5
8
5
,8
1
2

3
5
,2
3
3
,0
7
8

4
0
,6
4
7
,0
9
4

3
2
2
,8
1
7
,0
0
3

6
9
,1
2
0
,3
4
4

7
3
,1
8
5
,9
9
0

1
8
0
,5
1
0
,6
6
9

0
0

0
0

0
0

0
0

8
3
8
,5
4
0
,8
0
7

4
1
3
,4
8
5
,8
5
0

1
3
9
,9
1
3
,5
4
3

1
3
1
,6
0
6
,0
4
7

1
4
1
,9
6
6
,2
6
0

4
2
5
,0
5
4
,9
5
7

1
4
1
,7
1
6
,6
6
1

1
3
4
,8
6
9
,4
2
7

1
4
8
,4
6
8
,8
6
9

0
0

0
0

0
0

0
0

6
0
3
,5
9
4
,6
1
4

2
9
6
,4
0
4
,6
9
8

1
0
1
,1
4
4
,3
6
4

9
3
,6
4
4
,1
8
2

1
0
1
,6
1
6
,1
5
2

3
0
7
,1
8
9
,9
1
6

9
8
,1
4
2
,3
8
4

9
5
,8
7
3
,4
1
7

1
1
3
,1
7
4
,1
1
5

0
0

0
0

0
0

0
0

1
9
6
,9
7
4
,1
4
4

1
0
0
,7
6
6
,0
0
8

3
2
,9
1
4
,6
7
4

3
3
,4
6
2
,2
2
7

3
4
,3
8
9
,1
0
7

9
6
,2
0
8
,1
3
6

3
2
,2
8
2
,8
6
7

3
1
,3
1
4
,5
2
7

3
2
,6
1
0
,7
4
2

0
0

0
0

0
0

0
0

1
9
8
,3
0
6
,9
8
9

9
9
,3
6
5
,0
8
1

3
1
,7
6
7
,0
7
8

3
2
,8
2
3
,6
4
9

3
4
,7
7
4
,3
5
4

9
8
,9
4
1
,9
0
8

3
3
,9
6
1
,5
7
0

3
2
,9
5
0
,9
3
8

3
2
,0
2
9
,4
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
6
,6
3
1
,7
1
6

1
8
,6
7
5
,7
4
3

5
,1
3
1
,6
7
8

2
,8
1
6
,6
2
2

1
0
,7
2
7
,4
4
3

7
,9
5
5
,9
7
3

3
,1
1
8
,3
9
6

2
,4
8
7
,2
6
7

2
,3
5
0
,3
1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
5
,5
5
0
,6
4
7

1
4
,6
9
6
,8
9
0

1
,3
8
7
,9
7
4

3
,5
9
1
,8
5
4

9
,7
1
7
,0
6
2

1
0
,8
5
3
,7
5
7

3
,3
7
9
,5
6
9

4
,4
1
5
,9
4
0

3
,0
5
8
,2
4
8

0
0

0
0

0
0

0
0

3
4
8
,2
0
7
,5
9
2

2
1
9
,2
7
1
,1
2
5

1
4
6
,7
9
6
,3
2
6

3
4
,4
9
6
,1
5
6

3
7
,9
7
8
,6
4
3

1
2
8
,9
3
6
,4
6
7

3
4
,8
7
8
,8
6
2

4
2
,4
8
6
,4
3
5

5
1
,5
7
1
,1
7
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0
1
,3
7
9
,4
1
5

1
6
0
,4
0
9
,1
6
9

1
0
4
,2
9
5
,0
0
6

2
4
,0
7
0
,6
0
7

3
2
,0
4
3
,5
5
6

1
4
0
,9
7
0
,2
4
6

4
2
,0
7
4
,3
6
4

5
9
,5
0
5
,0
9
3

3
9
,3
9
0
,7
8
9

0
0

0
0

0
0

0
0

3
4
8
,2
0
7
,5
9
2

2
1
9
,2
7
1
,1
2
5

1
4
6
,7
9
6
,3
2
6

3
4
,4
9
6
,1
5
6

3
7
,9
7
8
,6
4
3

1
2
8
,9
3
6
,4
6
7

3
4
,8
7
8
,8
6
2

4
2
,4
8
6
,4
3
5

5
1
,5
7
1
,1
7
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0
1
,3
7
9
,4
1
5

1
6
0
,4
0
9
,1
6
9

1
0
4
,2
9
5
,0
0
6

2
4
,0
7
0
,6
0
7

3
2
,0
4
3
,5
5
6

1
4
0
,9
7
0
,2
4
6

4
2
,0
7
4
,3
6
4

5
9
,5
0
5
,0
9
3

3
9
,3
9
0
,7
8
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
,7
3
7
,1
8
6
,9
2
5

5
9
7
,5
7
4
,9
3
4

1
2
8
,6
5
2
,3
6
8

4
3
,9
6
5
,6
0
6

2
4
5
,2
2
5
,5
9
7

4
,7
6
9
,6
5
5

3
3
5
,8
0
8
,1
8
3

4
0
7
,7
6
6
,9
3
8

1
6
6
,2
7
6
,1
9
5

2
,4
4
5
,8
4
1
,2
4
5

3
2
,6
9
0
,2
2
6

1
,3
5
9
,5
4
9
,6
5
1

修
繕

費

1
,6
5
7
,1
0
6

福
利

厚
生

費

（
庁

費
の

類
）
計

4
,8
8
0
,7
9
2
,3
6
7 0

3
4
8
,2
0
7
,5
9
2

3
4
8
,2
0
7
,5
9
2

2
6
,6
3
1
,7
1
6

1
9
6
,9
7
4
,1
4
4

8
3
8
,5
4
0
,8
0
7

4
2
7
,8
4
8
,5
3
6

広
告

宣
伝

費

支
払

リ
ー
ス
料

支
払

手
数

料

雑
役

務
費

租
税

公
課

燃
料

費

区
分

執
行
計
画
額

合
計

支
出

状
況

総
計

1
5
,4
6
9
,8
0
4
,3
7
5

1
5
,1
2
1
,5
9
6
,7
8
3

9
6
,9
8
5
,1
7
1

通
信

運
搬

費

保
険

料

消
耗

品
費

備
品

費

会
議

費

賃
借

料

光
熱

水
道

料

印
刷

製
本

費

保
守

料

海
外

旅
費

国
内

旅
費

（
旅

費
の

類
）
計

雑
費

賃
金

21



（項目５）

契 約

（委員長通知別添二関係）

①契約監視委員会から

の主な指摘事項

「独立行政法人の契約の見直しについて」（平成 22 年５月

26 日総務省行政管理局長事務連絡）で要請された内容を踏ま

え、次に掲げる事項について、契約監視委員会で審議を行い、

その結果、同委員会から、「機構の取組は適切であると認めら

れる」との評価があり、指摘事項はなかった。

なお、契約監視委員会は、平成 24 年１月に開催し、旧高障

機構分及び旧能開機構分を併せて審議した。

１ 見直し計画の実施や見直しが適切になっているか

（１）平成 23年度上半期に締結済みの契約について、競争性

のない随意契約であったもの（472 件）、一者応札等とな

ったもの（325 件）、平成 22 年度に契約した更新案件が引

き続き２カ年連続して一者応札等となったもの（166 件）、

低入札価格となったもの（45 件）、高落札率となったもの

（160 件）について、契約内容、随意契約によらざるを得

ない理由、一者応札となった理由、一者応札等の改善の

ために取り組んだ内容、低入札又は高落札率となった理

由等

（２）平成 23 年度末までに調達を予定している案件のうち、

①前回の調達において競争性のない随意契約であったも

の（191 件）、②前回の調達において一者応札等となった

もの（35 件）、新規の調達案件のうち競争性のない随意契

約により調達を行おうとするもの（８件）について、前

回に引き続き随意契約によらざるを得ないもの及び新規

の調達案件のうち競争性のない随意契約により調達を行

おうとするものにあってはその理由、前回が一者応札と

なったものにあってはその理由及び改善方策等

２ 競争性のない随意契約のうち相手方が公益法人等で再委

託が高率（50％以上）となっている契約の競争性のある契

約への移行状況（該当契約なし）

３ 同一の業者と競争性のない随意契約を継続する場合にお

いても価格交渉を定期的に行うなど費用低減の取組が適切

に行われているか

４ コスト縮減という観点から民間企業における購買・調達

部門の経験者から、当機構が行っている事務用消耗品の一

括調達の内容、職業訓練用機器等の調達、予定価格の設定、

民間企業における価格交渉等について、意見や提言を拝聴

し、その内容を契約監視委員会で報告
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②契約監視委員会以外

の契約審査体制とその

活動状況

１ 契約審査体制

（１）入札・契約手続運営委員会

入札及び契約に係る機構の内部審査体制として、本部

及び施設ごとに「入札・契約手続運営委員会」を設置し

ており、調達案件ごとに、次に掲げる事項について審議

し、その結果を踏まえて調達又は契約手続を実施した。

① 競争入札等における競争参加資格

② 競争参加希望者の競争参加資格の有無

③ 随意契約によらざるを得ない場合の随意契約の理由

及び契約相手方

④ 最低価格落札方式による一般競争入札以外の契約に

よろうとする場合は、その方式による理由及び仕様書

の内容等

⑤ 契約相手方から再委託に関して届け出があった場合

で、再委託の割合が 50％以上の場合など、特に調査審

議を行う必要があると委員長が認めるものについて、

再委託先、再委託する業務の範囲、再委託金額、再委

託する理由等

（２）監事監査

独立行政法人整理合理化計画（平成 19年 12 月 24 日閣

議決定）において監事監査に求められた「随意契約の適

正化」を含めた入札・契約の状況を監査の重点事項とし、

平成 23 年度上半期は、16 施設を対象に実施した。

（３）内部監査

平成 20 年度から内部監査計画を策定し、毎年度、監査

を行っており、平成 23年度上半期は、監事監査及び監査

法人による監査の対象施設以外の７施設を対象として実

施した。

監査項目のうち、調達・契約に関する監査については、

会計規程に沿った事務手続の実施状況、随意契約の理由、

一者応札等の改善の取組状況等について、監査を実施し、

その結果は、内部監査委員会を通じて理事長に報告した。

（４）随意契約の見直し、一者応札等の改善のための自主点

検の実施

随意契約等見直し計画の策定に伴い、平成 22年度から

随意契約の見直し、一者応札等の改善及び適正な契約事

務手続の一層の適正化に関する項目等を取りまとめた

「調達に係る点検シート」（以下「点検シート」という。）

により、本部又は施設が調達手続を行う前に、施設で自

ら点検を行い、施設に設置する入札・契約手続運営委員

会による審議を経て、本部に提出し、経理部契約課にお

いてその内容の事前チェックを行った上で、調達手続を

実施した。
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２ 契約事務における一連のプロセス

（１）調達要求部課において調達に係る原議書(いわゆる稟議

書)を起案し、本部においては当該要求部及び経理部、施

設においては当該要求課及び総務課又は経理課などの複

数の部課の決裁を経て、契約事務責任者（本部にあって

は経理担当理事、施設にあっては施設長）の決裁を得た。

（２）上記（１）の決裁の後、契約事務担当課（本部にあっ

ては経理部契約課、施設にあっては総務課又は経理課）

において、契約方式、契約スケジュール、競争参加資格、

仕様書、契約書等の案、随意契約によろうとする場合に

は、随意契約理由及び契約相手方（予定者）、及び平成 22

年度から整備した上記１（４）の点検シートによる自己

点検の結果を入札・契約手続運営委員会の審議に付した。

（３）上記（２）の審議を経た後、施設にあっては、契約事

務責任者の決裁を経て、点検シートを本部に提出し、本

部契約課で内容を審査した後、調達手続を実施した。

また、競争入札の場合には、応札者が競争参加資格を

満たしているかどうかについて同委員会で審議に付した

後に、契約事務担当課において開札し、契約事務を実施

した。

３ 執行、審査の相互のけん制状況

（１）調達に係る原議書により、調達の必要性や調達内容の

事業規模等に関して、上記２（１）のとおり、複数の部

課の決裁を経る過程でチェックを行った。

また、入札及び契約手続については、上記２（２）、（３）

のとおり、入札・契約手続運営委員会の審議を行い、さ

らに点検シートにより、本部及び施設の調達手続につい

て、経理部契約課による事前チェックを行った。

（２）監事監査において、本部及び施設における入札及び契

約関係書類についても、監査が行われた。

（３）機構内部の監査組織として本部に内部監査委員会を設

置しており、同委員会が指名する職員により、本部又は

施設における入札・契約手続運営委員会の審議内容、契

約事務担当課における入札及び契約関係書類について、

監査が行われた。

４ 審査機関の報告の実効性確保の状況

（１）入札・契約手続運営委員会

審議に付した事項について、必要に応じて理事長又は

経理担当理事に報告するとともに、委員会の審議内容に

ついて調査又は指導を行った。
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（２）監事監査

監査結果は、監事から理事長へ報告されており、指摘

事項等については、理事長の指示の下に、本部担当部か

ら該当施設へ指導及び改善の指示を行った。

（３）内部監査

監査結果は、内部監査委員会において審議の上、理事

長に報告し、複数の施設に共通するような要改善事案に

ついては、理事長が内部監査委員会を通じて、全施設に

周知し、適正な事務処理の徹底を図った。

③「随意契約等見直し計

画」の進捗状況

１ （項目５の２）表Ⅲ（随意契約等見直し計画の進捗状況

その１）において、計画策定時の個々の契約が平成 23 年度

にどのようになったかをみると、競争性のない随意契約に

ついては、計画策定時は件数 478 件、金額 52.6 億円であっ

たが、平成 23 年度上半期の実績では 224 件、41.2 億円とな

り、いずれも減少した。

２ 平成 23 年度上半期の競争性のない随意契約は、22年度上

半期と比べて、522 件から 409 件となり、競争性のある契約

への移行が進んでおり、着実に随意契約等見直し計画に沿

った改善がなされた。

④一者応札・一者応募と

なった契約の改善方策

１ 一者応札・一者応募の概況

平成 23 年度上半期の一者応札・一者応募の件数は、207

件となっており、平成 22 年度上半期の 454 件と比べて大幅

に減少し、改善された。

２ 一者応札・一者応募に係る改善の取組

平成 21 年６月に「「１者応札・１者応募」に係る改善方

策について」（随意契約等見直し計画に添付）を策定し、ホ

ームページに公表し、さらに改善の取組を推進するため、

平成 22 年度から次に掲げる事項に取り組んだ。

（１）施設が行う調達の入札公告は、本部が行う調達の入札

公告と同じように、機構のホームページのトップページ

から容易にアクセスできるように改善した。

（２）物品役務等の調達で施設において共通して行われる調

達について、仕様書の記載内容の不備により応札の支障

となること等がないよう、仕様書の例示集を作成し、施

設に送付して参考とするよう指示した。

（３）随意契約の見直しや一者応札等の改善方策が確実に措

置されているか、点検シートを整備し、これに基づく調

達の事前・事後のチェックを行うこととし、その実施を

徹底した。
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（４）平成 21 年度の契約監視委員会で委員から「調達終了後

に、好事例・要改善事例を分析すること」という意見があ

ったことを踏まえ、平成 21 年度の調達における一者応札・

応募の要因分析及び改善の取組に関する報告書を取りまと

め、平成 22 年度の契約監視委員会で報告するとともに、一

者応札改善の取組に資するよう施設へ送付した。

（５）入札説明書等の交付を受けたが、入札等に参加しなか

った事業者から応札に至らなかった理由の聴取結果及び改

善方策の報告を、平成 23 年度４月に、四半期ごとから毎月

報告するよう改めた。

⑤契約に係る規程類と

その運用状況

１ 「独立行政法人における契約の適正化（依頼）」（平成 20

年 11 月 14 日総務省行政管理局長事務連絡）において講ず

ることとされている措置は、すべて実施済みである。

２ 総合評価落札方式又は企画競争若しくは公募を行う場合

は、入札・契約手続運営委員会において審議することとし、

次の措置を実施済みである。

・ 一般競争入札（総合評価落札方式）及び企画競争によ

ろうとする場合には、仕様内容等について応札希望者の

理解を深めるために入札説明会をできる限り実施する。

・ 入札書又は企画書提出日まで十分な日程を確保する。

・ 企画書等の選定基準及び配点については、入札説明書、

企画競争実施要項で、評価項目、評価基準、配点等を明

記する。

また、選定結果は、本部又は施設の「情報公開コーナ

ー」において、閲覧・公表する。

・ 総合評価落札方式による一般競争及び企画競争におい

ては、それぞれ、「総合評価専門部会」、「企画提案書評価

委員会」を設置し、仕様の検討、評価基準の策定、提案

書の評価を行う。

部会、委員会の委員は、調達の内容に応じて、外部の

有識者のみとすること、機構職員のみとすること、両者

の構成によることのいずれかによることとする。

⑥再委託している契約

の内容と再委託割合（再

委託割合が 50%以上のも

の又は随意契約による

ものを再委託している

もの）

該当無し。
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⑦公益法人等との契約

の状況

１ 公益法人等との契約件数及び金額は、平成 23 年度上半期

において 100 件、146.4 億円となっており、平成 22 年度上

半期の 220 件、156.0 億円と比べて減少した。

件数及び金額減の主な要因は、これまで学校法人等への

委託契約により実施されていた離職者等に対する職業訓練

が都道府県に移管されたことによるものである。

２ 一者応札等について

競争性のある契約のうち、公益法人による一者応札とな

った契約は、39 件（前年度同期 126 件）であり、具体的に

は以下のとおり。

・ (財)雇用振興協会との雇用促進住宅管理運営等業務の

委託に係る契約 20 件 136.0 億円

・ 医療法人等との健康診断業務に係る契約

９件 0.1 億円

・ 情報システム等の運用管理・改修

５件 1.4 億円

・ 宅配便の業務 ３件 0.1 億円

・ 自家用電気工作物保安管理業務等

２件 0.04 億円

３ 競争性のない随意契約について

競争性のない随意契約は 26 件（前年度同期 39 件）であ

り、具体的には以下のとおり。

・ 郵政事業(株)との後納郵便料金に係る契約

12 件 0.2 億円

・ 財団法人等との事務所、敷地の賃借に関する契約

６件 0.3 億円

・ 特殊会社である日本環境安全事業(株)との廃棄物処理

業務の委託 ３件 0.3 億円

・ （独）住宅金融支援機構との財形融資貸付に係る審査

等業務の ２件 3.4 億円

・ 日本放送協会との放送受信 １件 0.05 億円

・ ＮＴＴとの電話料金に係る契約（競争入札に付してい

る契約以外） １件 0.01 億円

・ 業務移管に伴う本部ネットワークの変更等業務

１件 0.1 億円

４ 契約相手先である公益法人等への再就職について

「独立行政法人会計基準に定める特定関連会社、関連会

社及び関連公益法人等」のうち契約相手先は（財）雇用振

興協会のみとなるが、当該協会への再就職者はいない。

また、「本法人の役員を経験した者が再就職していること

又は課長相当職以上の職を経験した者が役員等として再就

職しており、かつ、総売上高又は事業収入に占める本法人

との取引高が３分の１以上である法人」との契約は存在し

ない。
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⑧その他調達の見直し

の状況

１ 調達の一括化、発注単位の見直し

事務の効率化及びコスト縮減を図る観点から、事務用消

耗品の購入の調達において、平成 22 年度の購入実績や平成

23 年度の購入見込みを勘案して、購入予定数量の見直し等

を行った上で、本部において、一般競争入札（最低価格落

札方式）による一括調達を行った。

また、職業訓練機器の整備の調達について、これまで、

本部において納入先の施設単位ごとに一般競争入札を実施

していたが、機器の仕様がほぼ共通し、かつ、納入先の施

設が隣接するような場合には、取りまとめて一般競争入札

を行うなど、仕様や発注単位の見直しによる調達を試行実

施した。

２ 競争性のない随意契約及び一者応札等の改善に向けた内

部審査体制等について

随意契約の見直し及び一者応札等の改善に関する点検項

目や改善の取組項目を取りまとめた点検シートにより、契

約事務担当職員が、調達の開始前に事前に点検を行い、入

札・契約手続運営委員会による審議を経て、本部に提出し、

本部でその内容を確認した上で調達手続を開始する事前点

検制度を平成 22年度に整備・実施したところであるが、平

成 23 年度も引き続きこの点検を行った。

実施に当たっては、平成 22 年度の点検結果を踏まえ、平

成 23 年６月に点検シートの項目の見直しを行うとともに、

留意事項等を取りまとめて、施設に文書を発出するなど、

本制度の充実、強化に努めた。
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（項目５の２）

Ⅰ 平成２３年度上半期の実績【全体】

件数 金額

競
争
性
の
あ
る
契
約

一般競争入札

（最低価格落札方式）

８００件

(65.6%)

１８８．８億円

(75.2%)

うち一者応

札

２００件

【25.0%】

１３６．０億円

【72.0%】

総合評価落札方

式

１０件

(0.8%)

８．１億円

(3.2%)

うち一者応

札

７件

【70.0%】

５．０億円

【61.7%】

指名競争入札
０件

(0%)

０億円

(0 %)

うち一者応

札

０件

【0%】

０億円

【0%】

企画競争等
１件

(0.0%)

０．１億円

(0.0%)

うち一者応

募

０件

【0%】

０億円

【0%】

競争性のない随意契約
４０９件

(33.5%)

５４．３億円

(21.6%)

合 計
１，２２０件

(100%)

２５１．２億円

(100%)

※ 予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99条第 2 号、第 3号、第 4号又は

第 7 号の金額を超えないもの）を除く。

※ 【 %】には、一般競争入札等のうち一者入札・応募となったものの割合を示す。

※ 「競争性のある契約」の各欄には、不落・不調随契が含まれ、一者入札・応募として

カウントしている。

※ 「企画競争等」は、企画競争及び公募を示す。
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Ⅱ 平成２３年度上半期の実績【公益法人】

件数 金額

競
争
性
の
あ
る
契
約

一般競争入札

（最低価格落札方式）

７４件

(74.0%)

１４１．９億円

(96.9%)

うち一者応

札

３９件

【52.7%】

１３７．６億円

【97.0%】

総合評価落札方

式

０件

(0%)

０億円

(0%)

うち一者応

札

０件

【0%】

０億円

【0%】

指名競争入札
０件

(0%)

０億円

(0%)

うち一者応

札

０件

【0%】

０億円

【0%】

企画競争等
０件

(0%)

０億円

(0%)

うち一者応

募

０件

【0%】

０億円

【0%】

競争性のない随意契約
２６件

(26.0%)

４．４億円

(3.0%)

合 計
１００件

(100%)

１４６．４億円

(100%)

※ 「公益法人」は、いわゆる広義の公益法人を指し、独立行政法人、特例民法法人等の

ほか、社会福祉法人や学校法人も含む。

※ 予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99条第 2 号、第 3号、第 4号又は

第 7 号の金額を超えないもの）を除く。

※ 【 %】には、一般競争入札等のうち一者入札・応募となったものの割合を示す。

※ 「競争性のある契約」の各欄には、不落・不調随契が含まれ、一者入札・応募として

カウントしている。

※ 「企画競争等」は、企画競争及び公募を示す。
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Ⅲ 随意契約等見直し計画の進捗状況 その１

随意契約等見直し計画によ

る見直し後の姿
平成 23 年度実績

件数 金額 件数 金額

事務・事業をとり

やめたもの

－件

( －%)

－億円

( －%)

６，３１４件

(92.3%)

３０１．６億円

(49.4%)

競
争
性
の
あ
る
契
約

競争入札
６，３３１件

(92.5%)

５５５．７億円

(91.1 %)

２９９件

(4.4%)

２６６．２億円

(43.7%)

企画競争等
３１件

(0.5%)

１．７億円

(0.3%)

３件

(0.0%)

０．９億円

(0.1%)

競争性のない随

意契約

４７８件

(7.0%)

５２．６億円

(8.6%)

２２４件

(3.3%)

４１．２億円

(6.8%)

合 計
６，８４０件

(100%)

６０９．９億円

(100%)

６，８４０件

(100%)

６０９．９億円

(100%)

※ 「随意契約等見直し計画」策定時の個々の契約が、平成 23 年度においてどのような契

約形態にあるかを記載するもの。

※ 「随意契約等見直し計画による見直し後の姿」の各欄の件数・金額は、随意契約等見

直し計画時の件数・金額から複数年契約で平成 23年度に契約の更改を行っていないもの

を除いたもの。

※ 予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99条第 2 号、第 3号、第 4号又は

第 7 号の金額を超えないもの）を除く。

※ 「競争入札」は、一般競争入札及び指名競争入札を示す。

※ 「企画競争等」は、企画競争及び公募を示し、平成 22 年度実績欄には不落・不調随契

が含まれる。
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Ⅳ 随意契約等見直し計画の進捗状況 その２

一者応札・一者応募案件の

見直し状況（20 年度実績）

23年度も引き続き一者応札・

一者応募となったもの

件数 金額 件数 金額

事務・事業をとりや

めたもの

－件

(－%)

－億円

(－%)

１，５５２件

(93.1%)

７８．１億円

(32.1%)

契
約
方
法
を
変
更
せ
ず
条
件
等
の

見
直
し
を
実
施
（
注
２
）

仕様書の変

更

３４４件

(20.6%)

３１．３億円

(12.8%)

１５件

(0.9%)

０．３億円

(0.1%)

参加条件の

変更

６３７件

(38.2%)

４６．７億円

(19.1%)

３１件

(1.9%)

０．８億円

(0.3%)

公告期間の

見直し

６５８件

(39.5%)

４７．５億円

(19.5%)

３３件

(2.0%)

０．８億円

(0.3%)

その他
６５８件

(39.5%)

４７．５億円

(19.5%)

３３件

(2.0%)

０．８億円

(0.3%)

契約方式の見直し
９９７件

(59.8%)

１９４．９億円

(80.0%)

６件

(0.4%)

１６１．６億円

(66.3%)

その他の見直し
１１件

(0.7%)

１．２億円

(0.5%)

０件

(0%)

０億円

(0%)

点検の結果、指摘事

項がなかったもの

０件

(0%)

０億円

(0%)

０件

(0%)

０億円

(0%)

一者応札・一者応募

が改善されたもの
－ －

７５件

(4.5%)

３．１億円

(1.3%)

合 計
１，６６６件

(100%)

２４３．６億円

(100%)

１，６６６件

(100%)

２４３．６億円

(100%)

（注１） 平成 20年度に一者応札・一者応募であった個々の契約が、見直しによって、平

成 23年度の契約ではどの程度一者応札・一者応募となったかを示している。

（注２） 内訳については、重複して見直ししている可能性があるため計が一致しない場

合がある。
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Ⅴ 公益法人等への会費等の支出状況

23 年度交付法人数
24 年度廃止予定

（件数）

廃止が困難なもの

（件数）

２５ ２５ ０

（注１）平成 24 年３月 23 日「独立行政法人が支出する会費の見直しについて」

（行政行革実行本部決定）により、見直し方針が示されており、独立行

政法人の業務の遂行のために真に必要なものを除き、公益法人等への会

費の支出は行わないこととされている。

（注２）上記見直しについては、平成 24 年度以降見直しを行うこととされてい

る。
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1 
 

随意契約等見直し計画 

 

平成22年4月 

独立行政法人雇用・能力開発機構 

 

 

１．随意契約等の見直し計画 

（１）随意契約の見直し 

平成２０年度に締結した随意契約等について、点検・見直しを行い、そ

の結果を踏まえ、以下のとおり、新たな随意契約等の見直し計画を策定す

る。 

今後、本計画に基づき、真にやむを得ないものを除き、一般競争入札等

に移行することとした。 
 

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの。 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。 

 

 

（２）一者応札・一者応募の見直し 

平成２０年度に一般競争入札等の競争性のある契約により締結した契約

のうち、一者応札・一者応募となった契約について、以下のとおり契約方

式や条件等の見直しを行った。 

今後の調達については、これを踏まえて、さらに競争性の確保に努める。 

 

 

 

 

件数 金額（千円） 件数 金額（千円）

(87.8%) (87.0%) (93.1%) (91.6%)

6,103 54,588,631 6,475 57,508,221

(25.2%) (21.6%) (92.7%) (91.4%)

1,752 13,536,577 6,443 57,337,565

(62.6%) (65.4%) (0.5%) (0.3%)

4,351 41,052,053 32 170,656

(12.2%) (13.0%) (6.9%) (8.4%)

850 8,178,259 478 5,258,669

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

6,953 62,766,890 6,953 62,766,890

平成２０年度実績 見直し後

競争性のある契約

競争入札

企画競争、公募等

競争性のない随意契約

合　　計
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（平成２０年度実績） 

 
（注）上段（  %）は競争性のある契約に対する割合を示す。 

 
（一者応札・一者応募案件の見直し状況） 

 
（注１）内訳については、重複して見直しの可能性があるため一致しない場合がある。 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。 
（注３）上段（  ％）は平成２０年度の一者応札・一者応募となった案件に対する割 

合を示す。 

（注４）「契約方式を変更せず、条件等の見直しを実施」の「その他」の主な内容は、契約

締結から履行開始までの期間や契約履行期間については十分な期間を設けること、

入札情報の周知広報を徹底すること、一者応札・一者応募が生じたときに入札説明

書等の交付を受けながら応札しなかった業者から理由等を聴取すること、等である。 

（注５）「その他の見直し」は、事業の廃止等により調達が不要となった案件である。 

（注６）「点検の結果、指摘事項がなかったもの」は、一者応札・一者応募案件（１，６６

６件）の全てを機構が自ら見直しを行い、契約監視委員会から当該見直しは適切で

あるとされ、指摘事項がなかったことから０としたものである。 

件数 金額（千円）

6,103 54,588,631

(27.3%) (44.6%)

1,666 24,363,449

実　　績

競争性のある契約

うち一者応札・一者応募

件数 金額（千円）

(39.5%) (19.5%)

658 4,752,132

344 3,133,451

637 4,668,054

658 4,752,132

658 4,752,132

(59.8%) (80.0%)

997 19,491,875

(0.7%) (0.5%)

11 119,442

(0.0%) (0.0%)

0 0

契約方式の見直し

その他の見直し

点検の結果、指摘事項がなかったもの

見直し方法等

契約方式を変更せず、条件等の見直しを実施(注1)

仕様書の変更

参加条件の変更

公告期間の見直し

その他
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２．随意契約等見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み 

（１）契約監視委員会等による契約の点検の実施 

   契約監視委員会等により、競争性のない随意契約、一者応札・一者応

募になった案件を中心に点検を実施する。 

 

（２）随意契約等の見直し 

イ 随意契約限度額を超えることが見込まれる全ての調達について、緊急

の必要により競争に付することができない場合や競争に付することが不

利と認められる場合等の理由により随意契約によろうとする場合には、

本部において事前に点検を実施する。 

ロ 「契約方法等のガイドライン」及び「契約事務手続マニュアル」（いず

れも平成２０年１月に作成・配付、平成２１年に改訂）、並びに「仕様書

の作成例示集」（平成２２年３月に作成・配付）の活用等を徹底するとと

もに、随時、これらの内容の見直し・充実を図り、一般競争入札の拡大

や実質的な競争性の確保に努める。 

 

（３）一者応札・一者応募の見直し 

 平成２１年６月３０日に策定し、ホームページで公表している『「１者

応札・１者応募」に係る改善方策について』（ＵＲＬ：

http://www.ehdo.go.jp/chotatsu/pdf2009/ousatu_oubo.pdf）を踏まえ、

以下のとおり取組を推進する。 

   

イ 当該改善方策に記載した取組事項に関して全ての施設において調達

手続の開始前に「調達手続きに係る点検シート」による自主点検を行

い、さらに本部においてその内容を点検した上で、調達手続を開始す

る。 

ロ 契約監視委員会の意見を踏まえ、一般競争入札により調達を行うも

のについて、調達終了後に、本部において好事例、要改善事例等を分

析し、その結果を踏まえて、さらに競争性を高めるよう努める。 

 

（４）その他 

   契約事務手続の一層の適正化を図るため、上記（３）イの点検に加え、

契約事務手続・事務処理全般についても、全ての施設において調達手続

の開始前・後にそれぞれ自主点検を行い、さらに本部においてその内容

の点検を行う。 
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（項目６）

内 部 統 制

①統制環境

雇用・能力開発機構は、雇用のセーフティネットとしての役割を

担い、離職者に対する効果的な職業訓練を実施しているほか、高等

学校卒業者等や主として中小企業における在職者に対して職業訓練

を実施し、産業の基盤を支える人材の育成に努めるとともに、職業

訓練の実施を担う職業訓練指導員の養成・再研修や、雇用管理の改

善に関する相談、雇用開発業務の助成金等の業務を実施した。

こうした業務を計画的かつ円滑に実施するため、また、職員のモ

ラルとモラールの維持のため、以下の取組により、統制環境の確保

に努めたところである。

１ 理事長の役職員へのミッションの周知等

（１）中期計画及び年度計画の作成

中期計画及び年度計画（以下「計画」という。）については、

計画の統括部署である企画部が、厚生労働省の作成した中期目

標を踏まえた計画案を作成し、各部署から寄せられた意見や課

題を踏まえて修正する形で作成した。

なお、年度計画に掲げた数値目標等を確実に達成するため、

毎年度、都道府県センターの統括所長等は都道府県等の区域を

単位として、各事業の実施規模及び達成すべき目標を定めた「都

道府県実施計画」を策定し、事業展開や業務の進捗管理を行っ

た。

（２）人事評価制度の実施

平成22年度より全職員を対象に運用している人事評価制度に

おいては、目標設定に際し、本部各部及び施設の職位最上位者

が、理事長が定める年度計画や業務運営方針及びその進捗度を

踏まえ、自部署等の問題・課題を整理した上で、業務をより効

率的に行う観点に留意しながら目標を設定し、職位下位者は、

職位上位者が設定した目標を細分化・具体化して自身の目標を

設定するという、いわゆるブレークダウン方式を採用している。

これにより、全職員の目標は、組織の業務運営方針等を踏まえ

たものとなり、職員に果たすべき役割が、明確化、共有化され

た。

（３）全国所長等会議の開催等

全国所長等会議において、理事長等から都道府県センターの

統括所長等や職業能力開発大学校・職業能力開発短期大学校の

校長等に対して業務運営等に係る方針を説明し、円滑な業務展

開に努めた。

また、全国所長等会議の概要は、各施設の職員会議等により

周知徹底を図るとともに、「雇用・能力開発機構ニュース」にお

いて、全職員に電子メールにより周知した。
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（４）理事会の開催

中期目標の達成を阻害する要因については、理事会において

情報の共有化を図り、法人全体としてのリスクを把握した。

（５）内部通報処理制度の実施

組織的または個人的な法令違反行為等の早期発見と是正を図

り、業務の適正性及びその円滑な運営を確保するため、役職員

等からの通報または相談の適正な処理の仕組みとして「内部通

報処理に関する規程」を定め、平成 23 年度上半期においては、

リーフレットの配付、研修等により、改めて全役職員に対し周

知徹底を図った。

２ 理事長のマネジメントの実効性確保及びリーダーシップ発揮

（１）理事長のマネジメントを補佐する体制の整備によるマネジメ

ントの実効性確保

雇用・能力開発機構本部は、８部１室の組織体制となってい

たが、理事長から複数の部署にわたる指示があった場合には、

企画部が各部門間の連絡及び総合調整を行い、理事長のマネジ

メントの実効性が確保される体制が整備されていた。

（２）都道府県実施計画の策定によるマネジメントの実効性確保

理事長が作成した中期計画及び年度計画の達成に向けて、年

度計画に掲げた数値目標等を確実に達成するため、毎年度、都

道府県センターの統括所長等は都道府県等の区域を単位とし

て、各事業の実施規模及び達成すべき目標を定めた「都道府県

実施計画」を策定し、統括所長等の裁量と責任により、事業展

開や業務の進捗管理を行っており、理事長のマネジメントの実

効性が確保できる環境が整備されていた。

また、業務の取組方針等の統括所長等の考え方を「統括所長

等の所見」として作成し、理事長等へ報告した。

（３）管理会計を活用した資金（予算）管理によるリーダーシップ

の発揮

資金（予算）管理にあたっては、理事長の指示の下、業務目

標や業務実績の達成状況を見据えながら、決算実績を踏まえた

年間計画の作成、資金（予算）の執行、年度途中での執行状況

の点検、点検結果を踏まえた年間計画の変更といったＰＤＣＡ

サイクルを活用した。

（４）施設表彰の実施によるリーダーシップの発揮

職業能力開発事業において顕著な実績を上げ、業務改善等の

ために工夫を凝らした取組を行った施設を理事長が表彰し、機

構内で周知することにより、職員のモチベーションの維持・向

上と、機構全体の実績拡大及び公共職業訓練サービスの向上に

努めた。
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３ 内部統制の構築状況

（１）内部統制の目的の位置付け

雇用・能力開発機構における事業の遂行については、国が実

行するよりも効果的・効率的であることが求められるため、「業

務の有効性・効率性」を最も重要な要素として位置付けた。ま

た、国の政策の一翼を担う組織が業務を遂行する上では、「法令

等の遵守」も当然重要であることから、同様に最も重要な要素

に位置付けた。

「資産の保全」及び「財務報告等の信頼性」については、事

業実施主体として重要な要素として位置付けた。

なお、内部統制の目的ごとの取組状況及び推進部署は以下の

とおりである。

① 業務の有効性・効率性（重要度：◎、推進部署：企画部及

び総務部）

・ 業務実績に係る自己評価を決定する際の透明性・公平性を

向上させるため、学識経験者その他の有識者 12 名の委員から

なる「外部評価委員会」において外部評価を実施し、外部評

価結果や委員からの意見を踏まえ、理事会で最終的に「自己

評価」を決定した。

・ 業績評価結果について、本部において改善方策等の検討を

行い、業務運営の効率化に反映させるための取組を行った。

・ 毎年度、都道府県センターの統括所長等は「都道府県実施

計画」を策定し、計画的かつ確実な業務運営に努め、事業展

開や業務の進捗管理を行った。

・ 経費節減・業務効率化の推進のため、各施設等に責任者及

び担当者を設置することにより、経費節減・業務効率化に対

して迅速かつ適切に対応できる体制を整備した。

② 法令等の遵守（重要度：◎、推進部署：総務部）

・ 倫理規程の遵守等、職員の規範意識の徹底に努めた。

・ 組織的又は個人的な法令違反行為等の早期発見と是正を図

り、業務の適正性及びその円滑な運営を確保するため、役職

員等からの通報又は相談の適正な処理の仕組みを整備した。

③ 資産の保全（重要度：○、推進部署：企画部及び経理部）

・ 企画部を中心とした保有資産の管理体制を構築した。

・ 不動産の管理については、取得、使用、売却、除却、譲渡、

改築等が正当な手続及び承認の下に行われるよう「固定資産

管理規程」を定めた。また、定期的に実査確認や現況調査を

行って、不動産の実在性の確認や活用状況の把握に努めた。

④ 財務報告等の信頼性（重要度：○、推進部署：経理部及び

総務部）

・ 財務及び非財務情報に係る信頼性を向上させるため、適正

な会計経理事務の徹底について全国会議等を通じて指示する

とともに、本部経理部による地方施設の会計経理の点検を実

施し、会計経理の適正を期するよう取組を行った。

・ 会計事務を担当する職員に対し、予算決算等の会計事務に

関して必要な知識の付与及び資質の向上を図るための職員研

修を実施した（※平成 23 年度は 10 月に実施。）。
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※ 重要度は、雇用・能力開発機構における内部統制の目的

の位置付けである。

（２）訓練の品質管理に係る経営者・施設管理者の権限の明確化

効果的な訓練の実施のための指針である「機構版教育訓練ガ

イドライン」において、訓練の品質管理に係る経営者・施設管

理者の権限を明確にした。

４ 役員会の位置付け、権限の状況

理事会は、理事会規程に基づき、中期計画、年度計画等に関す

る重要な事項や評価に関する事項、予算の執行及び決算に関する

事項等を審議した。

また、中期目標の達成を阻害する要因について、理事会におい

て情報の共有化を図り、法人全体としてのリスクを把握した。

５ 理事長と監事・会計監査人の連携状況

（１）監事との連携

監査報告時に意見交換を行うとともに、必要に応じて理事会

等に監事の出席を要請し、意見を聴取した。

なお、監事監査における指摘事項については、改善又は是正

措置を講じ、その措置状況を監事に報告した。

また、理事長決裁又は理事専決文書のうち重要な文書につい

ては、監事に回付を行うことにより情報の共有を図った。

（２）会計監査人との連携

機構の運営環境、運営方針や理念、内部統制の構築・維持等

について意見交換を行った。

また、会計監査人に対して、財務諸表に係る監査報告書の提

出以外に、「マネジメントレター」を提出させ、将来の業務運営

や内部統制等の参考とした。

６ その他統制環境に関する状況

（１）役員間の情報共有の徹底

中期計画や予算等、雇用・能力開発機構の業務運営の根幹に

関わる事項から、業務の推進に係る方向性の確認等具体的事項

に至るまで、情報の共有化を図った。

（２）業績評価の透明性・公平性の向上

業務実績に係る自己評価を決定する際の透明性・公平性を向

上させるため、学識経験者その他の有識者 12 名の委員からなる

「外部評価委員会」において外部評価を実施し、外部評価結果

や委員からの意見を踏まえ、理事会で最終的に「自己評価」を

決定した。

（３）職員研修等の実施

職員の資質、職務能力の向上を図るため、各種職員研修を実
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施した。特に、平成 23年度においては、機構全施設を挙げて職

業能力開発業務を推進していくことを目的に相談業務をテーマ

として「事務職員専門研修」を実施した。加えて、職場におけ

る実務のリーダーとしての責務と果たすべき役割の理解を深

め、リーダーに必要な能力の向上を図ることを目的に「事務職

員リーダーシップ研修」を実施した。

また、組織の目標達成のためにやりがいを持って働くことの

できる環境を機構全体で構築することを目的として、平成 21年

度から試行実施している「職業訓練指導員人材育成システム」

を平成 23年度から本格実施した。

（４）災害対策本部の設置

３月 11 日の東北地方太平洋沖地震発生後、災害対策本部設置

要綱に基づき、直ちに理事長を本部長とする災害対策本部を設

置した。

②リスクの識

別・評価・対

応

１ 理事会の開催（再掲）

中期目標の達成を阻害する要因については、理事会において情

報の共有化を図り、法人全体としてのリスクを把握した。

２ 人事評価制度の実施

平成22年度より全職員を対象に運用している人事評価制度にお

いては、目標設定に際し、本部各部及び施設の職位最上位者が、

理事長が定める年度計画や業務運営方針及びその進捗度を踏ま

え、自部署等の問題・課題を整理した上、業務をより効率的に行

う観点に留意しながら目標を設定し、職位下位者は、職位上位者

が設定した目標を細分化・具体化して自身の目標を設定するとい

う、いわゆるブレークダウン方式を採用した。これにより、全職

員の目標が、組織の業務運営方針等を踏まえたものとなった。

また、評価者（職位上位者）は、被評価者（職位下位者）を評

価し、期末面談において、被評価者に対し、評価結果を開示する

とともに、指導・助言を行った。

３ 内部通報処理制度の実施（再掲）

組織的または個人的な法令違反行為等の早期発見と是正を図

り、業務の適正性及びその円滑な運営を確保するため、役職員等

からの通報または相談の適正な処理の仕組みとして「内部通報処

理に関する規程」を定め、平成 23年度上半期においては、リーフ

レットの配付、研修等により、改めて全役職員に対し周知徹底を

図った。

４ ＰＤＣＡサイクルによる訓練コースの見直し

機構で実施する職業訓練については、訓練修了者の就職率、満

足度等を調査し、その調査結果に基づいて訓練の指導方法の改善

を図るなど、ＰＤＣＡサイクルによる訓練コースの見直しを行っ

た。

具体的には、ＰＤＣＡサイクルのＣ（チェック）において、効
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果の評価と問題点を把握し、Ａ（アクト）において、訓練カリキ

ュラムや訓練コースの修正を行った。

５ 「機構版教育訓練ガイドライン」に基づく点検の実施

「機構版教育訓練ガイドライン」に基づき、リスクアセスメン

トの手法を活用し、訓練の業務プロセスにおけるリスクを評価し

て、その継続的な点検を行うことにより、業務上のリスクの低減

に努めた。

６ 管理会計を活用した資金（予算）管理

資金（予算）管理にあたっては、決算実績を踏まえた年間計画

の作成、資金（予算）の執行、年度途中での執行状況の点検、点

検結果を踏まえた年間計画の変更といったＰＤＣＡサイクルによ

り、業務目標やその達成状況を見据えながら実施した。

７ 助成金の不正受給防止対策

助成金の支給業務においては、不正受給の防止を図るため、本

部総務部に監察役及び各都道府県センターに給付調査役を配置

し、不正受給防止マニュアルの遵守を徹底するための点検を行っ

た。

なお、平成 23 年度においては、給付調査役等に対する研修等に

より、不正受給防止体制の強化を図り、リスク管理を行った。

８ 保有個人情報の適切な管理等

保有個人情報の適切な管理及び漏えい事故等の防止のため、本

部から各施設に対して、漏えい事故防止対策に係る自主点検及び

個人情報の取扱い時における「ヒヤリ・ハット体験調査」を行い、

当該結果を踏まえた対策を講じるよう指導した。

９ 東日本大震災に係る対応措置

災害対策本部設置要綱に基づき設置した災害対策本部におい

て、被害状況の把握や被災者に対する施策、施設の復旧、復興訓

練等について検討・実施した。

③統制活動

本部の各担当部は、上記②でのリスク管理を踏まえ、適宜、各施
設へ通達等を発出し、各施設では通達等に基づき、適切に業務を遂
行した。

④情報と伝達

機構のネットワークシステムの一つである文書管理システムの電
子掲示板や文書管理において、各部が発出した文書等を掲載し、全
職員がその内容を確認できる体制をとった。

また、内部通報処理においては、役職員等からの通報または相談
が電子メールでも行える体制を整備した。

さらに、東日本大震災に関連する情報について、機構本部のホー
ムページにバナーを設定し、被災者、利用者等に対して、当機構の
対応措置情報を速やかに掲載・提供するとともに、求職者支援制度
の創設にあたり、訓練コースに係る認定申請の案内や認定された訓
練コースの情報を順次掲載した。
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⑤モニタリン

グ

１ 日常的モニタリング
（１）「業務統計データ集」等の作成・報告により、目標に対する実

績の進捗管理を行うとともに、ＰＤＣＡサイクルによる訓練コ
ースの見直しを実施した。

（２）「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19年 12 月 24 日閣議決
定）において、「各独立行政法人は、その業務・マネジメントに
関し国民の意見募集を行い、業務運営に適切に反映させる。」と
されたことを踏まえ、ホームページにおいて意見募集を行い、
業務運営の参考として活用した。

２ 独立的評価と評価プロセス
（１）監事監査

中期目標に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、機構のミ
ッションを有効かつ効率的に果たすために、理事長がリスク（課
題）を洗い出し、組織が一丸となってそれに対応する仕組みづ
くり（内部監査の実施、各種会議の開催等）を行っているかと
いった課題について、理事長等に対し内部統制に関する考え（統
制環境に対する認識）や指示内容等を、意見交換やヒアリング
により確認した上で監査を実施し、監査結果については、理事
長へ報告した。

監査では、ＰＤＣＡサイクルによる資金（予算）管理や「業
務統計データ集」等の作成・報告による実績の進捗管理といっ
た日常的モニタリングが行われていることを確認した。その結
果、資金（予算）管理では、月次で業務別・課別・勘定科目（細
目）別の管理表を作成し、きめ細かな管理ができており、業務
実績の進捗管理では、主要業務について、タイムリーな実績把
握が行われている、とされた。

また、平成 23 年 10 月１日の法人の廃止及びそれに伴う業務
移管が円滑に行われるための準備状況や震災復興訓練の実施、
震災特別相談窓口の設置等の東日本大震災の対応状況につい
て、本部担当部に対し、随時確認を行った。

（２）独立行政法人評価委員会等の評価結果の役員への報告等
理事長等の役員に対して、独立行政法人評価委員会又は政策

評価・独立行政法人評価委員会で評価・指摘された統制環境に
おける問題点等を報告しており、評価・指摘について把握・検
証し、統制環境の改善を図っていた。

また、平成 22年度の業務実績評価結果については、その評価・
指摘に対する取組事項を高齢・障害・求職者雇用支援機構にお
いてとりまとめ、平成 23 年 11 月に厚生労働省へ報告した。

３ 内部統制上の問題についての報告
（１）ＰＤＣＡサイクルによる訓練コースの見直し

ＰＤＣＡサイクルのＣ（チェック）において、効果の評価と
問題点を把握し、Ａ（アクト）において、訓練カリキュラムや
訓練コースの修正を行った。

（２）「機構版教育訓練ガイドライン」に基づく点検の実施
「機構版教育訓練ガイドライン」に基づき、リスクアセスメ

ントの手法を活用し、訓練の業務プロセスにおけるリスクを評
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価して、その継続的な点検を行うことにより、業務上のリスク
の低減に向けた取組を行った。

（３）アンケート調査に基づく業務改善事例のフィードバック
アンケート調査結果における最上位の評価（「大変役に立つ」）

の回答者の比率向上のため、アンケート調査に基づく業務改善
事例を本部において取りまとめ、好事例について、各施設に周
知し、情報を共有化することにより、一層の業務改善を推進し
た。

（４）管理会計を活用した資金（予算）管理
資金（予算）管理にあたっては、決算実績を踏まえた年間計

画の作成、資金（予算）の執行、年度途中での執行状況の点検、
点検結果を踏まえた年間計画の変更といったＰＤＣＡサイクル
により、業務目標や業務実績の達成状況を見据えながら実施し
た。

⑥ＩＣＴへの

対応

雇用・能力開発機構のネットワークシステムにおいて情報の共有
化を図った。セキュリティ対策として、情報システムへのアクセス
の制限、サーバルームにおけるＩＣカードでの入退室管理、コンピ
ュータウイルス対策ソフトの導入等を行うとともに、災害等に対す
る備えとしてバックアップデータの遠隔地保管等を行った。

特に、コンピュータウイルス等へのセキュリティ対策については、
各施設等の職員に対し、ＵＳＢメモリやＣＤ等の電磁的記録媒体を
使用する場合は、使用前にウイルスチェックの徹底した。

※ ＩＣＴ：Information and Communications Technology（情報通信技術）の略。

ＩＴと同様の意味で用いられることが多いが、「コミュニケーション」という情報

や知識の共有という概念が表現されている点に特徴がある。

⑦監事監査

・内部監査

の実施状況

監事監査

１ 中期計画・年度計画等の妥当性について
各事業年度における中期計画及び年度計画の実施状

況並びに中期目標の達成状況及び達成に向けての具体
的な取組について監査を行った。

２ 役職員の給与水準について
ラスパイレス指数の引下げに向けた取組状況及びラ

スパイレス指数の推移により、給与水準の適正化が図
れているか監査を行った。

３ 理事長のマネジメントの発揮状況について
理事長は、ミッションの役職員への伝達、理事会で

の重要案件の議決、原議書の承認等の決定事項や各種
規程の遵守の徹底を図った。

４ ガバナンスの状況について
全役員及び本部幹部並びに全施設長の出席の下、平

成 23 年度上半期中に２回の「全国所長等会議」を開催
していることや、ガバナンスの推進のため、理事及び
監事、本部各部長等を加えた理事会等を開催して中期
目標・中期計画の達成に必要な情報の共有化を図って
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いることに加え、機構の外部評価委員会、厚生労働省
独立行政法人評価委員会、総務省政策評価・独立行政
法人評価委員会、会計監査人など、外部からのガバナ
ンスが行われており、機構内部のガバナンスとあいま
って、機能を発揮している。

５ 職員がミッションを意識しつつ目標･計画策定に参
加しているか、また、職員間のコミュニケーションが
十分図られているかについて

平成 23 年度の監査計画において、ガバナンス及び内
部統制機能の状況を確認することを監査方針とし、理
事長との意見交換、担当理事及び担当部長へのヒアリ
ング等により、機構のミッションを理解して、業務の
目標・計画の策定が行われているか確認している。

さらに地方施設においては、施設長へのヒアリング
等により機構のミッションが職員に十分に理解され、
業務の遂行にあたり、職員間のコミュニケーションが
適切に図られているか確認している。

内部監査

内部監査については、業務全般のうち、幾つかの個別
テーマを選定し、当該テーマに絞った監査を行った。

平成 23 年度においては、都道府県センター及び職業能
力開発施設を対象に、「契約の適正化について」（７所）、
「保有個人情報の適正な管理について」（７所）に係る内
部監査を実施し、当該監査における指摘事項については、
全施設に周知し、関係規程、通達等を遵守することによ
る適正な事務処理を徹底するよう指示した。

なお、内部監査計画及び内部監査結果については、内
部監査委員会を通じて理事長に報告し、理事長は当該内
容を監事に回付するなど、監事との連携を図った。

⑧内部統制の

確立による成

果・課題

１ 全国所長等会議の開催及び都道府県実施計画の策定により、重
点事項等の業務運営方針の指示が確実に行われるとともに、計画
的かつ円滑な業務展開が行われた。

２ 「外部評価」の導入により、「自己評価」を決定するまでの公平
性・透明性を向上させることができた。

３ ＰＤＣＡサイクルによる訓練コースの見直しを行っていること
や、「機構版教育訓練ガイドライン」の策定及びその点検を実施し
ていることにより、職業訓練の品質保証に寄与した。

４ 施設表彰の実施により、職員のモチベーションの維持・向上と、
厳しい雇用失業情勢下でも、実績の向上やサービスの向上が図ら
れた。
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（項目７）

事務・事業の見直し等

（委員長通知別添三関係）

①独立行政法人の事

務・事業の見直し基本方

針で講ずべき措置とさ

れたものの取組状況

（23 年度中又は 23 年度に

実施とされたもの）

独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成 22

年 12 月７日閣議決定。以下「見直しの基本方針」という。）

において、23 年度中又は 22 年度から実施とされたものの取

組状況は以下のとおりである。

１ 事務・事業の見直し

（１）高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「雇用支援

機構」という。）への職業能力開発業務の移管（23 年度

中に実施）

独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律

（平成 23年法律第 26号。以下「廃止法」という。）に

基づき、平成 23年 10 月１日に実施した。

（２）ポリテクセンター等の都道府県への譲渡の推進（22

年度から実施）

廃止法の成立後、平成 23 年６月 10 日に廃止法の関

係政省令・告示が公布・適用され、同日付け及び同年

10 月 26 日付け厚生労働省通知により、個別のポリテク

センター等のデータ等が各道府県に提示されたとこ

ろ。なお、現在、厚生労働省において、各道府県との

移管交渉を推進している。

（３）雇用管理に関する業務（助成金支給業務）の国への

移管（23年度中に実施）

廃止法に基づき、平成 23 年 10 月１日に実施した。

（４）勤労者財産形成促進業務の廃止及び勤労者退職金共

済機構への移管（23 年度中に実施）

廃止法に基づき、平成 23 年 10 月１日に実施した。

（５）雇用促進住宅業務（暫定業務）の高齢・障害・求職

者雇用支援機構への移管（23 年度中に実施）

廃止法に基づき、平成 23 年 10 月１日に実施した。

２ 資産・運営等の見直し

（１）雇用促進住宅利益剰余金（23 年度中に実施）

雇用促進住宅の利益剰余金については、新法人発足

当初支払が必要となる最小限の経費等を除いた約 356

億円を平成 24 年１月 10日に国庫納付した。

（２）国際能力開発支援センター剰余金等（23 年度中に実

施）

廃止法に基づき、平成 23 年 10 月３日に国庫納付し
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た。

（３）佐賀職業能力開発促進センター本庄職員宿舎ほか（23

年度以降実施）

廃止法の施行日である平成 23 年 10 月１日までに廃

止した職員宿舎等については、廃止法附則第２条第２

項の規定に従い国に承継する資産として整理し、同日

国に承継した。

（４）雇用促進住宅（33 年度までに実施）

平成 23 年９月末現在で 41 住宅を譲渡し、保有数は

1,388 住宅となった。

（５）保有宿舎の廃止（22 年度以降実施）
すべての宿舎について、法人設立時（532 施設）に比

して平成 23 年９月末日現在で 254 施設（48％）を廃止
した。また、木造（戸建て）宿舎については、法人設
立時（461 施設）に対して、平成 23 年９月末日現在で
246 施設を廃止した。

（６）雇用・能力開発機構の廃止（23 年度中に実施）

廃止法に基づき、平成 23 年 10 月１日に実施した。

②行政刷新会議事業仕

分けでの判定結果を受

けた取組状況

行政刷新会議ワーキンググループにおける事業仕分け
（第１弾）（平成 21年 11 月 11 日開催）の結果、「独立行政
法人雇用・能力開発機構運営費交付金」は「見直しを行う」
との判定結果を受け、以下のように取り組んだところ。
１ 業務のスリム化による運営費の削減

地域職業訓練センター等を廃止するとともに、雇用開
発業務(助成金支給業務等)を都道府県労働局へ、勤労者
財産形成業務を独立行政法人勤労者退職金共済機構へ移
管するなどにより、業務や施設を徹底してスリム化し、
平成 22 年度 855 億円であった国費予算を、平成 23 年度
一次補正後予算では 690 億円と大幅に削減した。

２ 委託訓練の都道府県移管の推進
機構で実施している委託訓練については、地方分権改

革推進委員会による「第一次勧告」（平成 20 年５月 28 日）
や「雇用・能力開発機構の廃止について」（平成 20 年 12
月 24 日閣議決定）における考え方の下、 厚生労働省の
決定した方針に基づき、平成 21 年度より都道府県に対す
る移管を順次実施してきたところであり、平成23年度は、
さらにこれを徹底し、全面的に都道府県に移管した。

また、都道府県移管を推進するため、各都道府県から
の要望に応じて、機構都道府県センターから、委託訓練
カリキュラム、訓練実績一覧、委託先リスト及び委託先
に対する説明資料等の情報提供を行った。
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３ 職業能力開発総合大学校の機能の縮小
見直しの基本方針において、相模原校を廃止し、附属

校である東京校（小平市）に集約すること、また平成 23
年４月15日に告示された職業能力開発基本計画において
職業能力開発総合大学校を我が国の職業訓練を担う訓練
指導員の育成の中枢拠点と位置付け、一律４年の長期課
程や再訓練を見直し、職業訓練機関等に指導員候補とし
て採用された工科系大学卒業生等を対象とした高度な訓
練指導員として必要な能力を付加するための訓練（ハイ
レベル訓練（仮称））を適切に実施することや、在職の指
導員を対象とした専門分野のスキル・指導技法の不断の
向上を図る訓練（スキルアップ訓練）について専門分野
における先端的な技術・技能等の習得を可能とする多様
な訓練を設定する必要がある、とされたことを受け、現
在、高齢・障害・求職者雇用支援機構において、実施に
向けた準備を進めている。

４ 不要財産の売却
職業能力開発総合大学校については、見直しの基本方

針において、相模原校を廃止し、附属校である東京校（小
平市）に集約し、平成 25 年度以降に相模原校の敷地を売
却することとされたことを受け、現在、高齢・障害・求
職者雇用支援機構において、実施に向けた準備を進めて
いる。

また、職業能力開発総合大学校以外の資産についても、

資産の効率的な運用の確保等を図る観点から、保有資産

等の状態や利用状況等を調査・分析し、見直し等を進め

た。

③省内事業仕分けで自

ら示した改革案の取組

状況

第１回厚生労働省省内事業仕分け（平成 22 年４月 12 日

開催）における議論を踏まえ、省内事業仕分けに関する意

見交換会（平成 22 年９月 21 日開催）において示した改革

案の取組状況は以下のとおりである。

１ ヒト（組織のスリム化）

平成 22 年 4月 1 日時点での常勤職員数 3,588 名から、

常勤職員の非常勤化、退職者の不補充等を行い、平成 23

年 4 月 1 日時点での常勤職員数は 3,117 名（うち高障求

機構移管分 3,095 名）となった。

２ モノ（余剰資産などの売却）

（１）職業能力開発総合大学校

見直しの基本方針を踏まえて、相模原校を廃止し、

附属校である東京校（小平市）に集約し、平成 25 年度

以降に相模原校の敷地を売却することとしており、現

在、高齢・障害・求職者雇用支援機構において、実施

に向けた準備を進めている。
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（２）職業能力開発促進センター等の敷地などの見直し

① 公共職業能力開発施設

保有資産等の状態や利用状況等を調査・分析し、

見直しを行い、いわき職業能力開発促進センター外

１施設の敷地の一部を地方公共団体等へ譲渡し、い

わき職業能力開発促進センター外７施設の敷地の一

部を返還した。

また、釧路職業能力開発促進センター外４施設の

敷地等の一部について、附則第２条第２項の規定に

従い国に承継する資産として整理し、廃止法の施行

日である平成 23年 10 月１日に国に承継した。

② 旧地域職業訓練センター、情報処理技能者養成施

設等

41 道府県に設置している 96 施設について、平成

22 年度中にすべて廃止し、うち 86 施設について、地

方公共団体等へ譲渡した。

また、旧魚津地域職業訓練センター外９施設につ

いて、廃止法附則第２条第２項の規定に従い国に承

継する資産として整理し、廃止法の施行日である平

成 23 年 10 月１日に国に承継した。

③ 旧国際能力開発支援センター

廃止法附則第２条第２項の規定に従い国に承継

する資産として整理し、廃止法の施行日である平成

23 年 10 月１日に国に承継した。

④ 職員宿舎

平成 23 年９月末までに 86 施設を廃止した。

また、平成 22 年度中に廃止した 15 施設を売却す

るとともに、機構の解散までに廃止し、未売却であ

る 178 施設については、廃止法附則第２条第２項の

規定に従い国に承継する資産として整理し、廃止法

の施行日である平成23年10月１日に国に承継した。

⑤ 旧私のしごと館

廃止法附則第２条第２項の規定に従い国に承継す

る資産として整理し、廃止法の施行日である平成 23

年 10 月１日に国に承継した。

３ カネ（国からの財政支出の削減）

地域職業訓練センター等を廃止するとともに、雇用開

発業務(助成金支給業務等)を都道府県労働局へ、勤労者

財産形成業務を独立行政法人勤労者退職金共済機構へ移

管するなどにより、業務や施設を徹底してスリム化し、

平成 22 年度 855 億円であった国費予算を、平成 23 年度

一次補正後予算では 690 億円と大幅に削減した。

４ 事務・事業の改革（総合大の見直し）

平成 23 年４月 15 日に告示された職業能力開発基本計

画において、職業能力開発総合大学校を我が国の職業訓
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練を担う訓練指導員の育成の中枢拠点と位置付け、一律

４年の長期課程や再訓練を見直し、職業訓練機関等に指

導員候補として採用された工科系大学卒業生等を対象と

した高度な訓練指導員として必要な能力を付加するため

の訓練（ハイレベル訓練（仮称））を適切に実施すること

や、在職の指導員を対象とした専門分野のスキル・指導

技法の不断の向上を図る訓練（スキルアップ訓練）につ

いて専門分野における先端的な技術・技能等の習得を可

能とする多様な訓練を設定することが必要である、とさ

れており、現在、高齢・障害・求職者雇用支援機構にお

いて、実施に向けた準備を進めている。

④その他事務・事業の見

直し

１ 国際能力開発支援センターの運営委託契約

平成 21 年度に、会計検査院から、国際能力開発支援セ

ンターの運営委託契約において、運営により生じた剰余

金等が精算されることなく運営委託先である（財）海外

職業訓練協会に留保されている事態は適切とは認められ

ず、改善を図る必要があるとの指摘がなされた。

これを受け、平成 22 年４月に締結した運営委託契約に

精算条項を設け、委託期間終了時に、同協会から剰余金

等の引渡しを受ける処置を講じた。

同協会から返還された剰余金等については、独立行政

法人雇用・能力開発機構を廃止する法律（平成 23 年法律

第 26 号）の施行日である平成 23年 10 月３日に国庫納付

された。

なお、同センターについては、平成 22 年９月末をも

って廃止し、廃止法附則第２条第２項の規定に従い国に

承継する資産として整理し、廃止法の施行日である平成

23 年 10 月１日に国に承継された。

２ 法人内部に留保されている精算収益化額に相当する額

の資金の国への承継

平成 23 年度に、会計検査院から、財形勘定における第

１期中期目標期間の最終年度において、運営費交付金債

務残高を精算するために収益化を行った資金が、同勘定

に留保されていたことに対して、内部に留保されている

精算収益化額に相当する額（以下「精算収益化額」とい

う。）の資金について、機構が解散する際に国に承継され

るよう改善を求められた。

これを受け、平成 23 年 10 月１日に施行された独立行

政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第２条

第 11 項に基づき、同機構の解散に伴う財務諸表の作成と

併せて「国が承継する現金資産」の国庫納付手続きを行

った。

なお、承継計画に基づく精算収益化額については、国庫

納付するまでの間、一旦、勤労者退職金共済機構が承継

し、同機構から平成 23年 10 月３日に国庫返納された。
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⑤公益法人等との関係

の透明性確保

（契約行為については、

項目５「契約」に記載）

財務諸表附属明細書による関連公益法人等に関する情報

の開示（以下の２件が該当）

１ 労働関係法人厚生年金基金

厚生年金保険法に基づき設立された法人であって、同

法に基づき、加入員及び加入員であった者に対して年金

給付に係る業務を実施しているもの（機構は掛金の事業

主負担分を負担。）。

２ 雇用・能力開発機構健康保険組合

健康保険法に基づき設立された法人であって、同法に

基づき、組合員である被保険者に対して健康保険に係る

業務を実施しているもの（機構は健康保険料の事業主負

担分を負担。）。
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．
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直
し
内
容

１
．
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
に
つ
い
て
は
、

①
廃
止
す
べ
き
。

②
小
平
校
に
統
合
後
、
指
導
員
数
の
見
直
し
を
行
い
つ

つ
、
養
成
訓
練
機
能
を
４
年
課
程
か
ら
２
年
課
程
と
し
て

残
し
、
養
成
効
率
を
高
め
る
べ
き
。

③
再
訓
練
の
充
実
・
強
化
に
つ
い
て
も
、
更
な
る
見
直
し

を
検
討
す
べ
き
。

２
．
職
業
能
力
開
発
大
学
校
（ポ
リ
テ
ク
カ
レ
ッ
ジ
）
や
職

業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
（
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
）
に
つ

い
て
は
廃
止
し
、
都
道
府
県
や
民
間
の
機
関
に
お
い
て

実
施
す
べ
き
。

○
職
業
訓
練
指
導
員
の
育
成
を
担
う
、
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の

在
り
方
に
つ
い
て
は
、
労
働
政
策
審
議
会
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
、
相

模
原
校
を
廃
止
し
、
小
平
校
に
集
約
化
す
る
と
と
も
に
、
一
律
４
年
の
長
期

課
程
（４
年
生
訓
練
）や
再
訓
練
を
見
直
し
、
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
向

上
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
民
間
企
業
経
験
者
や
工
科
系

大
学
の
卒
業
生
で
企
業
に
採
用
さ
れ
た
者
等
を
対
象
と
し
た
ハ
イ
レ
ベ
ル

訓
練
（仮
称
）や
、
全
国
の
職
業
訓
練
指
導
員
向
け
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
訓
練

（１
年
に
１
回
）を
実
施
す
る
方
向
で
検
討
し
て
い
る
。

○
ポ
リ
テ
ク
カ
レ
ッ
ジ
や
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
希
望

す
る
都
道
府
県
に
は
受
け
入
れ
や
す
い
条
件
を
整
備
し
た
上
で
、

そ
の
機
能
維
持
を
前
提
に
移
管
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

○
ポ
リ
テ
ク
カ
レ
ッ
ジ
や
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
民
間

で
は
実
施
困
難
な
も
の
づ
く
り
訓
練
を
実
施
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

雇
用
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の
離
職
者
訓
練
に
限
っ
て
は
、

迅
速
に
必
要
な
職
業
訓
練
を
確
保
す
る
た
め
、
民
間
で
実
施
可

能
な
職
業
訓
練
に
つ
い
て
は
民
間
教
育
訓
練
機
関
等
に
委
託
し

て
実
施
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
定
型
化
し
た
委
託
訓

練
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
へ
の
移
管
を
進
め
て
い
る
。

○
な
お
、
都
道
府
県
に
移
管
さ
れ
な
い
施
設
に
つ
い
て
は
、
高

齢
・障
害
・求
職
者
雇
用
支
援
機
構
に
移
管
し
、
訓
練
ニ
ー
ズ
を

把
握
す
る
と
と
も
に
、
ユ
ー
ザ
ー
で
あ
る
労
使
の
意
見
、
労
働
政

策
審
議
会
の
意
見
を
十
分
聴
い
た
上
で
、
必
要
性
が
あ
る
施
設

は
引
き
続
き
運
営
し
、
必
要
性
が
無
い
施
設
は
、
廃
止
を
含
め
て

検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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主
な
指
摘
事
項

改
革
案
の
更
な
る
見
直
し
内
容

４
．
組
織
の
ス
リ
ム
化
、
ニ
ー
ズ
と
の
合
致
、
運
営
効
率

の
観
点
か
ら
、
更
な
る
見
直
し
を
行
う
べ
き
。

○
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
を
廃
止
し
、
高
齢
・障
害
・
求
職
者
雇

用
支
援
機
構
に
職
業
訓
練
業
務
を
移
管
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

徹
底
し
た
組
織
の
ス
リ
ム
化
を
図
り
、
職
員
数
を
３
，
５
８
８
人

（
平
成
２
２
年
度
）
か
ら
３
，
０
９
５
人
(※

)（
平
成
２
３
年
度
）に
、

約
１
４
％
の
大
幅
削
減
（
４
９
３
人
削
減
）
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

※
都
道
府
県
へ
の
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
等
の
移
管
が
行
わ
れ
れ
ば
さ
ら
に
職

員
が
削
減
さ
れ
る
。

○
職
業
訓
練
業
務
を
移
管
後
の
高
齢
・障
害
・
求
職
者
雇
用
支

援
機
構
に
お
い
て
は
、
ユ
ー
ザ
ー
で
あ
る
労
使
の
代
表
が
法
人

の
意
思
決
定
に
参
画
す
る
運
営
委
員
会
や
、
都
道
府
県
単
位

で
地
域
の
労
使
の
代
表
等
か
ら
訓
練
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
た

め
の
協
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た

効
率
的
な
運
営
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

○
ま
た
、
移
管
後
の
状
況
を
見
て
、
業
務
に
つ
い
て
の
必
要
な

見
直
し
や
、
こ
れ
に
伴
う
組
織
の
ス
リ
ム
化
を
図
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

３
．
事
業
者
へ
の
助
成
金
や
、
職
業
訓
練
受
講
生
・
求

職
者
へ
の
給
付
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
実
施
す
べ
き
。

○
助
成
金
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
労
働
局

に
移
管
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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